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ひと・まち・みらい課参事兼商工観光特命参事

 橋 吉 治

午前９時００分開議

○議長（澤田 俊一君） 皆さんおはようございます。会議を再開します。

ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達していますので、第１２３回

神河町議会定例会の第２日目の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

なお、吉岡嘉宏議員より、病気加療中のため欠席届が提出されておりますので、御報

告申し上げます。

それでは日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第３４号議案から第４６号議案

○議長（澤田 俊一君） 日程第１、第３４号議案から第４６号議案、令和７年度各会計

予算を一括議題とします。

町長の所信表明並びに第３４号議案、令和７年度神河町一般会計予算について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１２３回神河町議会定例会の開会に当たりまして、令和７年

度の予算並びに諸議案の御審議に合わせて、私の町政に対する所信の一端を申し述べま

す。

改めまして、新年度を迎えるに当たりまして、これまでの町政課題の取組に対し、町

民の皆様はじめ、議員の皆様、そして各方面の皆様に絶大なる御理解、御協力を賜り、

町政運営ができましたこと、心より感謝申し上げます。

まず、４００名を超える貴い命が失われた阪神・淡路大震災から丸３０年を迎えま

した。改めて被災された方々に対し、深く哀悼の意を表します。神河町においても、阪

神・淡路大震災の経験や教訓を未来へ継承する、「忘れない」「伝える」「活かす」

「備える」そして「繋ぐ」を踏まえた安心安全のまちづくりに住民の皆様、関係機関等

と連携し、全力で取り組んでまいります。

さて、令和７年度は、旧神崎町と旧大河内町が合併してから２０周年という節目の年

であります。本日まで神河町が地域資源を生かしつつ、魅力のあるまちづくりができま

したのも、ひとえに町民の皆様と神河町を応援してくださった方々のおかげと心から感

謝申し上げます。

神河町の最大の政策課題は人口減少を克服して、持続可能なまちの実現にあります。

国の地方創生は１０年経過して、これから地方創生⒉０として新たなスタートを切りま

す。神河町も国と連動して、この間、地方創生総合戦略５か年計画を２期にわたって、
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人口減少対策と地域の活性化に取り組んでまいりました。この１０年において一定の成

果は見られたものの、少子化と人口流出増加は今も進みつつあります。

一方、この間において、２０５０神河将来ビジョン、神河町長期総合計画（後期基本

計画）を策定し、それらを連動させながら、地方創生の各種事業に取り組んでまいりま

した。そして令和６年度新たに策定しました神河町第３期地方創生総合戦略と２０２５

年、令和７年が神河町誕生２０年の節目であることも含めて、神河町地域創生の新たな

飛躍の年と位置づけて、人口ビジョン、人口動態、次の５年間を、社会増、いわゆる転

入超過となる各種政策展開を推進し、子供からお年寄りまでが神河町が楽しい、神河町

が安心して暮らせると思える、特に若者が住み続けられる、住み続けたいと思えるまち

づくりを全力で取り組んでまいります。引き続き、町民の皆様はじめ、関係者の皆様方

の御支援をよろしくお願い申し上げます。

まずは、町制２０周年記念式典を中心に、図書コミュニティ公園「桜空」の７月オー

プンに向け取り組んでまいります。この「桜空」については、多世代が集い、健康と学

びを育む拠点施設として、歴史と文化が調和する新たなまちのランドマークとなる施設

を目指してまいります。

次に、子育て支援、人口対策です。全ての妊産婦・子育て世帯・子供の一体的相談機

関として、健康福祉課にすくすく子育て家庭センターを設置し、子育て世帯の訪問など、

より支援を充実させ、切れ目ない支援をしてまいります。

人口対策では、地域活性化企業人推進事業を活用し、サテライトオフィスの創設及び

活用促進を図るとともに、有機農業体験や空き家利活用など、継続して取り組んでまい

ります。

教育環境の充実として、寺前幼稚園の長寿命化改良工事やＧＩＧＡスクールに利用す

るタブレット等の更新を図ってまいります。

山の再生では、３０年、５０年後の神河町の豊かな森構想の実現に引き続き取り組ん

でまいります。

安心安全なまちづくりとして、防災行政無線不感エリア対策として、スマートフォン

やタブレットでも音声が聞こえるアプリ連携事業に取り組みます。また、各区からの要

望の多い河川環境整備についても引き続き取り組んでまいります。

続いて、自治体ＤＸの推進です。デジタルの活用については、神河町の実情に応じて、

地域活性化、交通、福祉をはじめとした地域課題の解決、誰もがデジタル化のメリット

を享受できるデジタルディバイド対策に取り組んでまいります。

これらの事業を進めるため、令和７年度予算は、国の令和６年度補正予算、特に地方

創生⒉０の展開のため創設された新しい地方経済・生活環境創生交付金などを最大限活

用し、令和６年度補正予算と一体として、令和７年度町政運営の基本方針に沿って編成

いたしました。

最後に、地域住民の皆様が健康で安心して暮らし、元気で輝ける神河町の元気づくり
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に、これまで築いてきた絆をさらに強固なものとし、未来に向け、皆様一人一人が主役

となり、共に神河町をつくり上げていく、そのような協働のまちづくりの実現を目指し

て努力してまいります。引き続き皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げま

す。

次に、国の動向でございます。

政府は令和７年度予算編成の基本方針を閣議決定するとともに、令和７年度の経済見

通しと経済財政運営の基本的態度を閣議了解し、これに基づいて、令和６年１２月２７

日、令和７年度一般会計歳入歳出概算を閣議決定しました。令和７年度一般会計歳入歳

出概算は、令和７年度予算編成の基本方針の次のような基本的考え方により編成されて

います。

最重要課題は、全ての世代の現在・将来の賃金・所得の増加であり、賃金上昇が物価

上昇を安定的に上回る経済を実現し、新たなステージとなる賃上げと投資が牽引する成

長型経済への移行を確実にすることであるとしています。国民一人一人の生産性と所得

を向上させる全世代のリスキリング支援、成長分野への労働移動の円滑化など、三位一

体の労働市場改革を推進するとしています。

また、地方こそ成長の主役であるとし、新たな地方創生施策（地方創生⒉０）を展開

するため、新しい地方経済・生活環境創生本部、令和６年１０月１１日に設置しており

ますが、それにおいて、今後１０年間、集中的に取り組む基本構想を策定するとしてい

ます。

その他、２０５０年カーボンニュートラルを目指したグリーン社会、地域・暮らしの

脱炭素化やサーキュラーエコノミーの実現、避難所環境の整備など、防災・減災及び国

土強靱化の取組の推進、こども未来戦略、令和５年１２月２２日に閣議決定しておりま

す。これで示されたこども・子育て支援加速化プランを実施し、誰一人取り残されない

安心・安全な社会の実現を目指し、全世代型社会保障の構築、健康寿命の延伸による生

涯活躍社会の実現、公教育の再生、女性や高齢者の活躍・参画の推進、障害者の社会参

加や地域移行の推進、孤独・孤立対策、就職氷河期世代のリスキリングの支援等に重点

を置いて取り組むとしています。

次に、神河町の財政状況についてでございます。

令和５年度決算において、財政の健全性を示す健全化判断比率のうち、実質公債費比

率については、令和４年度から２ポイント上回り１⒈９％、財政構造の弾力性を示す

経常収支比率については⒊２ポイント上回り９⒊１％となりました。両比率とも依然と

して類似団体より高い水準で推移し、起債余力、弾力性が弱く、財政構造の硬直化に歯

止めがかかっていない状況が続いています。

また、一般会計の財政調整基金の令和５年度末残高は１９億１４３万０００円、令

和６年度末の残高見込みは１６億４００万円、これは１２月補正時点でございます。

粟賀小学校跡地整備、次期ごみ処理場の整備、中播消防署の移転建て替え等の大型投資
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が重なり、地方交付税で元利償還費用の措置のある過疎対策事業等を有効に活用し、財

政調整基金に頼らない収支均衡予算を目標に取り組みましたが、財政調整基金の残高は

２億７４３万０００円減の見込みであります。改めて、歳入に見合った歳出、いわ

ゆる財政調整基金に頼らない収支均衡予算、将来の標準財政規模を見越した身の丈に合

った予算執行を目指す必要があります。

また、人口減少は厳しく、３０年先の町のあるべき姿を４年度に策定した２０５０神

河将来ビジョンを基本に見据え、それに向けた行財政の運営、公共施設の適正化、人材

育成など、引き続き自治体運営の中長期的な議論が求められています。

現状求められる行政需要の増加に対応していくには、事務事業の効率化、各施設の健

全運営と財政規律の堅持、財政運営の質の向上、すなわち適時適切な選択による重要施

策への財源配分と効率的な執行が重要になってまいります。

次に、町政運営の基本方針でありますが、令和７年度の町政運営は、引き続き２０５

０神河将来ビジョンの実現に向けて、町全体の目指すべき姿、変わらない風景を未来の

世代へ、１つ目として、山の再生と保全・活用。２点目として、川の再生と保全・活用。

３点目として、農・田園環境の保全・活用。４点目、歴史的景観の保全・活用。５点目、

環境保全・再生可能エネルギー等の活用。６点目、環境・景観を守るための人づくり。

これらをキーワードとして、第２次神河町長期総合計画（後期基本計画）を柱として、

引き続き第３期地域創生総合戦略を中心とした施策に取り組むとともに、健全な財政運

営の確立に最大限配慮しながら、持続的発展を目標に町政運営に取り組んでまいります。

各種政策ですが、まず令和７年度は、神河町制２０周年の節目の年となります。町制

２０周年記念式典を中心に、図書コミュニティ公園「桜空」のオープンに向け取り組ん

でまいります。

安心安全のまちづくりでは、東日本大震災や能登半島地震をはじめとする自然災害、

そして阪神・淡路大震災３０年事業、「忘れない」「伝える」「活かす」「備える」そ

して「繋ぐ」を踏まえ、住民の皆様、関係機関等と連携し取り組んでまいります。

特に、避難所環境の整備が非常に大事です。トイレ関係用品など備蓄品の充実をさら

に図ってまいります。

そして、防災行政無線の不感エリア対策では、国の令和６年度補正予算の新しい地方

経済・生活環境創生交付金を活用し、防災行政無線アプリ連携事業により対応してまい

ります。

加えて、消防機能では、神崎郡３町で取り組む中播消防署本署・出張所の移転建て替

えが本格化します。本署は令和８年度、出張所は本年度完成に向け、関係機関等と連携

して進めてまいります。

そのほか、町設置防犯カメラの増設を引き続き図ってまいります。

続いて、自治体ＤＸの推進です。デジタルの活用については、この２月から一部の医

療機関ではありますが、福祉医療証を持参しなくてもマイナンバーカード受診できるサ
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ービスを開始しました。今後とも、神河町の実情に応じて、地域活性化、交通・福祉を

はじめとした地域課題の解決、誰もがデジタル化のメリットを享受できるデジタルディ

バイド対策に取り組んでまいります。

基本となる地方公共団体情報システムの標準化・共有化は、令和７年度に取り組むこ

ととし、その事業費は３億円を超える大型なものとなります。そのほか防災アプリ同様

に、国の令和６年度補正予算の新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用し、災害情

報など住民公開型の地理情報システムの整備にも取り組みます。

子育て支援、人口対策では、全ての妊産婦・子育て世帯・子供の一体的相談機関とし

て、健康福祉課にすくすく子育て家庭センターを設置し、子育て世帯の訪問など、より

支援を充実させ切れ目なく対応していきます。

人口対策では、地域活性化企業人推進事業を活用し、サテライトオフィスの活用促進

を図るとともに、有機農業体験や空き家利活用など、継続して取り組んでまいります。

次に、教育環境の充実です。全幼稚園、小・中学校に学校運営協議会を設置し、コミ

ュニティ・スクール事業を開始してまいります。また、教育環境整備では、寺前幼稚園

長寿命化改良工事、ＧＩＧＡスクール構想タブレット更新、学校施設のＬＥＤ化などに

取り組んでまいります。

そのほか病院改革の推進、河川環境整備など、山・川・田園の保全活用、国際交流と

観光施策についても継続して取り組んでまいります。

「ハートがふれあう住民自治のまち」の実現に向けて、「ハートが安らぐまちづく

り」、「ハートが賑わうまちづくり」、「ハートが繋がるまちづくり」を基本とし、町

民の皆様とともに「大好き！私たちの町 かみかわ」をしっかりと共有し、町政運営に

全力で取り組んでまいります。

次に令和７年度の予算編成でございます。

令和７年度の一般会計当初予算の総額は、対前年度比７億７００万円、⒎６％増の

１０１億１００万円の大型予算案となりました。

令和７年度予算は、国の令和６年度補正予算、特に地方創生⒉０の展開のため創設さ

れた、新しい地方経済・生活環境創生交付金、補正予算債などを活用し、令和６年度補

正予算と一体として、令和７年度町政運営の基本方針に沿って編成しました。

予算の編成に当たっては、令和５年度決算における財政状況と監査委員及び議会の認

定における指摘事項に留意しながら、各種事務事業の検証を基に、スクラップ・アンド

・ビルドを基本に、財政調整基金に頼らない、そして過度に地方債に依存しない予算編

成を基本に据えながらも、喫緊の行政課題に対応するため、積極的な財源配分を行いま

した。

職員・会計年度任用職員の人件費の増加もさることながら、賃上げに伴う価格高騰が

歳出需要を増嵩させ、予算総額の大幅増加につながっています。

また、新たな投資として地方公共団体情報システム標準化、消防署の建て替えでは、
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前年比約８億０００万円の増額となりました。

限られた財源の中で大変厳しい財政運営が求められた予算編成となりましたが、第３

次神河町行財政改革大綱のテーマでもあります、地方創生の流れに乗った一歩踏み込ん

だ改革を意識した課題の選択と集中に取り組む予算案となりました。

歳入では、財政調整基金の繰入れが対前年比６００万円減の３億円、一般会計の基

金の総繰入額は５億３２８万０００円となりました。

また、地方債の発行予定額は、実質公債費比率の悪化につながらないように留意しな

がら、過疎・辺地債など有利な起債の活用に努めるとともに、令和７年度予算の中核で

ある安心安全のまちづくりに積極的に取り組むため、緊急防災・減災事業債を最大限活

用することとしています。地方債発行予定額は対前年比２億７８０万円増の１１億

６００万円となりました。

歳出では、人件費関係で１４億８８４万０００円となりました。

また、公債費の元金償還金は、対前年度比１８９万０００円増の１２億６６３

万０００円となっています。人件費と公債費を合わせると約２７億円となり、令和５

年度決算の標準財政規模約５４億円の５０％となっています。

このように、非常に厳しい財政状況ではありますが、限られた財源の中で課題の選択

と集中に取り組み、簡素で効率的な行財政システムを構築し、行財政運営の透明性を高

め、質の高い公共サービスを効率的・効果的に提供することができるようにさらに取り

組んでまいります。

次に、主要施策の取組であります。

これから御審議いただきます令和７年度当初予算案は別冊のとおりでありまして、こ

こでは最重点施策の２０５０神河将来ビジョン、神河町地域創生総合戦略を踏まえ、第

２次神河町長期総合計画の６つの基本目標に沿って、その主な概要を説明いたします。

１つ目の基本目標の郷土を愛し、次世代を担う人材を育てるでは、具体的には子育て、

教育、生涯学習・スポーツ、歴史・文化であります。

保育所や幼稚園での幼児教育につきましては、引き続きニーズに応じた質の高い保育

や教育の提供に努め、充実を図ってまいります。

物価高騰の影響を受けている子育て世代を支援するため、国の重点支援交付金を活用

し、令和６年度に引き続き、保育所・認定こども園に通う保護者に給食費を支援いたし

ます。

学校教育につきましては、第４期かみかわ教育創造プラン（令和７年～１１年度）を

基本とし、神河町の教育をめぐる現状と課題を踏まえ、実施・検証を見通したふるさと

を愛し、心豊かで自立する神河の人づくりを基本に、よりよい教育環境の充実と知徳体

の調和の取れた教育の推進に努め、ふるさと神河への愛着と誇りを持った心豊かな人材

を育んでまいります。

学校給食費は物価高騰の影響を受けている子育て世代を支援するため、国の重点支援
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交付金を活用し、令和６年度に引き続き、小・中学校及び幼稚園に通う子供たちの保護

者の負担軽減を図るため、給食費の半額を補助し、支援を行います。

神河町の将来を担う青少年の健全育成では、青少年補導委員会を中心に、関係機関の

連携協力の下、その活動の充実強化を図ってまいります。

神河町の文化財を活用した地域づくりについて、引き続き推進していくとともに、町

史編さんについては、令和６年３月に第１巻、令和７年９月に第５巻を発行いたします。

生涯教育や芸術・文化の振興につきましては、事業の在り方を踏まえ公民館を拠点に

要望やニーズに沿った教室を設け、引き続き生涯学習の機会を提供し、一般公演につい

ても内容の充実をさらに図ってまいります。

社会教育・社会体育施設につきましては、住民の皆様に健康づくりの拠点として利用

していただけるよう適切な維持管理に努め、さらに各種教室やスポーツ大会の開催を通

したスポーツの振興にも引き続き取り組んでまいります。

スポーツをはじめ各分野で活躍するかみかわっ子を広く紹介するとともに情報発信に

努め、地域への愛着の育みを応援してまいります。

次に、２本目の基本目標の安心して暮らせる環境をつくるであります。具体的に、地

域福祉、高齢者福祉と介護、障害者福祉、そして健康・医療でありますが、若い世代の

所得の増加と社会全体の構造・意識の変革、全ての子供・子育て世帯に対し切れ目のな

い支援を行う観点から、こども未来戦略で示されたこども・子育て支援加速化プランを

踏まえ、地域の実情に応じた創意工夫に基づく、より効果的な施策を見極めながら、安

心して子供を産み子育てできる環境づくりに向け、引き続き総合的な対策を進めてまい

ります。

妊婦の支援として、出産・子育て応援給付金、伴走型相談支援など妊婦等包括支援給

付金事業を進めてまいります。

新たに健康福祉課に設置するすくすく子育て家庭センターでは、全ての妊産婦・子育

て世帯・子供の一体的相談機関として、子育て世帯への訪問などより支援を充実させ、

切れ目のない取組を進めてまいります。

また、母子保健医療対策総合支援、妊婦健康支援、特定不妊・不育症の助成などの母

子保健医療の充実に取り組んでまいります。

高齢者の暮らしを支えるため、何歳になっても元気で暮らせるよう地域住民との連携

・支え合いを基本とした福祉・保健・医療の充実を図りながら、健康長寿のまちづくり、

安全・安心を感じられる地域社会の実現に向けた各種の施策を実施してまいります。介

護予防教室の開催、老人クラブ活動・地域住民グループ活動への支援、人生いきいき住

宅助成事業などの施策を継続して実施してまいります。

国民健康保険事業につきましては、より一層の健全な運営を図りながら、国民健康保

険被保険者の健康を保持・増進するためのより効果的な保健事業に引き続き取り組んで

まいります。被保険者が減少する中、国民健康保険事業財政の安定化に向け、県の動向
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を見ながら標準税率化を図っていきます。

介護保険制度における介護予防・生活支援につきましては、引き続き総合事業の取組

の中で、支援を必要とする方のニーズを把握しながら、介護予防・生活支援サービスを

提供するとともに、認知症高齢者に対する地域での見守りや相談等にしっかりと取り組

んでまいります。

神河町社会福祉協議会に委託している生活支援コーディネーターと共に、元気な高齢

者をはじめとする多世代の地域住民が担い手となって参加する住民主体の活動をはじめ、

多様な主体によるサービスの提供体制を構築し、地域の支え合い体制づくりを推進して

まいります。

地域包括ケアシステムの推進につきましては、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、より適切な支援・サービ

スを提供していくために、引き続き、神崎郡在宅医療・介護連携支援センターにおける

郡での取組や、町での医療・介護関係者間での連携協力の下、検討した具体策を段階的

に実施してまいります。

障害者福祉の取組につきましては、個々のニーズに対応した自立支援給付や地域生活

支援等の福祉サービスの提供に当たってまいります。また、神河町社会福祉協議会「ひ

と花」、民間による施設整備への支援など、適切なサービスの利用を進めてまいります。

また、手話言語条例を制定し、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解と

その普及に努め、聾者を含む誰もが尊重し合い、心豊かに安心して生活できる地域共生

社会の実現を目指してまいります。

後期高齢者医療事業につきましては、団塊の世代の後期高齢入りを踏まえ、広域連合

と連携しながら、さらに適正な実施に努めてまいります。

町民の皆様の健やかな生活を支える保健・医療の取組につきましては、公立神崎総合

病院と連携しながら、町民自らの自主的な健康づくりに取り組む意識の形成を図ってま

いります。また、町ぐるみ健診、特定基本健診ですが、その受診率アップを目指してま

いります。

個々の健康状態を把握するとともに、がん検診等によるがんや特定疾病の早期発見、

早期治療につなげ、住民の皆さんの健康保持・増進を図ってまいります。

公立神崎総合病院につきましては、地域の医療を担う中核病院として、引き続き医療

体制の確保に努め、診療機能の質的向上を図ってまいります。

また、喫緊の課題である経営改善については、病院事業の経営強化に総合的に取り組

むための指針、公立神崎総合病院経営強化プラン（令和６年～令和９年度）の着実な実

行と戦略目標である地域密着型多機能病院の推進に、町と病院が一体となって取り組ん

でまいります。

病院の経営改善は立ち止まることも、後戻りすることもできない非常に厳しい段階を

迎えています。病院職員が一丸となることはもちろん、町と病院が一体となってこの難
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局を乗り越えて、住民の皆様に愛され、頼りにされる病院の役割を果たせるよう、全力

で取り組んでまいります。

３つ目の基本目標、美しく安全なまちを築くであります。具体的には、自然環境・地

域景観、地域環境、地域情報基盤、防災、防犯・交通安全であります。２０５０神河将

来ビジョンの町全体の目指す姿は、変わらない風景を未来の世代に引き継ぐことです。

恵まれた美しい山・川・田畑の自然環境、そしてそこに住む人々の地域や生活など環

境の保全、活用を図ってまいります。

特に、神河町の８７％を占める山林の再生は不可欠であります。森林が持つ経済的な

価値、近年の豪雨災害から地域を守る保水機能、そして野生動物の生息の場の保全であ

り、この森林の恵みを改めて享受する仕組みづくりが持続可能なまちづくり、住み続け

られるまちづくり、そしてＳＤＧｓの理念につながっていくものです。

引き続き２０５０神河将来ビジョンの中核事業、農林業の再生推進事業に取り組んで

まいります。

次期ごみ処理施設の整備については、中播北部行政事務組合及び神崎郡３町が連携し、

令和１０年度供用開始に向けて取り組んでまいります。

地域温暖化対策については、クールチョイスなまち宣言、ゼロカーボンなまち宣言、

そして世界首長誓約の署名を通し、令和５年度に策定をしました神河町脱炭素化施策展

開事業計画に基づき、２０５０ゼロカーボンの実現に取り組んでまいります。

集落に点在している老朽化した危険な空き家等につきましては、空き家等実態調査に

よるデータを活用し、その適正管理に努めてまいります。

水道事業につきましては、経営戦略に基づいた施設の管理運営に取り組むとともに、

機械類の更新、そして老朽化した管路の耐震化を引き続き実施してまいります。また、

近隣市町との広域連携・共同化にも積極的に取り組んでまいります。

下水道につきましては、経営戦略に基づいた施設の管理運営に取り組んでいくととも

に、施設の効率化と維持管理コストの削減を目的とした施設の統廃合・長寿命化を進め

てまいります。

神河町のＣＡＴＶ、高速インターネットにつきましては、引き続きサービスの充実と

適切な管理運営に努めてまいります。

消防・防災につきましては、近年多発している自然災害に備え、地域の防災力を高め

るとともに、災害警戒態勢の強化を図ってまいります。

また、地域防災の要として町民の生命と財産を守るという大きな使命を担っている消

防団のさらなる防火防災体制を強化していくとともに、初期消火活動に必要な消防施設

設備の整備や、消防団員が安心して活動できるための装備備品の充実を進め、併せて団

員の確保に努めてまいります。また、自主防災組織の強化として、消防団ＯＢを中心と

して防災士の確保を引き続き推進していきます。

防災行政無線の不感エリア対策では、国の令和６年度補正予算の新しい地方経済・生
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活環境創生交付金を活用し、防災行政無線アプリ連携事業により対応してまいります。

常備消防としての姫路市消防事務委託については、姫路市消防を含め、郡内３町で進

める消防署本署・出張所の移転建て替えが本格化します。本署は令和８年度、出張所は

本年度完成に向け、関係機関と連携して進めてまいります。

防災対策につきましては、防犯カメラの増設を進め、犯罪の抑止・防止に努めてまい

ります。また費用対効果が高い録音機能付電話機、電話機設置の録音チューなど、犯罪

の抑止・防止策について引き続き実施していきます。

河川の環境整備につきましては、引き続き県土木事務所と連携し、樹木再繁茂抑制対

策工事により、抜本的な解消を図ってまいります。

阪神・淡路大震災から３０年の年、改めて震災の経験や教訓を未来へ継承する、「忘

れない」「伝える」「活かす」「備える」そして「繋ぐ」を踏まえ、安心安全のまちづ

くりに住民の皆様、関係機関等と連携し取り組んでまいります。

とりわけて避難所環境の整備が非常に大事と考えています。トイレ関係用品など備蓄

品の充実をさらに図るとともに、避難所の生活環境の改善を想定し、トイレカー、キッ

チンカー、シャワーカー・仮設入浴設備等の整備を国、県の補助メニューを活用しなが

ら検討してまいります。

基本目標の４つ目であります。人が行き交い、出会うまちを創造する。具体的には、

土地利用、道路・交通、交流、定住促進であります。

人口減少が続いている本町にとって、地域コミュニティの低下による地域の活力維持

が課題となっています。現在、神河町に住んでいる若者に将来にわたって住み続けても

らうために、若者が住んでみたいと思えるまちづくりをこれまで強力に推進してきまし

た。引き続き、若者定住施策を促進させ、危機感を持って若者定住施策に取り組んでま

いります。

神河町に住み続けておられる住民の皆様にも、引き続き住み続けていただくための施

策展開、サービス提供に努めてまいります。

個人財産の保護や経済活動をより促進するため、町全域において地籍調査を継続して

実施してまいります。その成果は、山林をはじめ、土地利用における重要な基礎資料と

して、企業誘致や宅地開発支援事業など、重要施策の推進に有効的に活用を図ってまい

ります。

公共交通につきましては、町民の移動手段であるコミュニティバス運営と併せて、予

約により送迎を行うデマンド型交通への併用転換を進めてまいります。

赤字ローカル線、ＪＲ播但線の寺前駅から和田山駅間の維持に向けた取組については、

播但線利用者に対する特急、団体、遠距離通勤・通学に対する補助を中心に、成果を見

極めながら施策の展開を重視し、路線維持に向けた様々な取組を県、沿線自治体と一体

的に取り組んでまいりました。令和７年度は取組期間３年間を定めた最終年度になりま

す。事業の成果評価も含め今後の方向性を定めてまいりたいと思います。
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道路インフラについては、町民生活の安全確保を重視し、過疎・辺地計画、道整備交

付金事業を中心に進めてまいります。

橋梁につきましては、長寿命化修繕計画に基づいて修繕工事を着実に実施してまいり

ます。

住民生活道路である町道の除雪につきましては、緊急時の出動への協力や連携の体制

整備を図り、凍結防止も含め今後の積雪にしっかりと備えてまいります。

基本目標の５つ目であります。魅力と活力の産業を育てる。具体的に、農林水産業、

商工業、観光であります。

２０５０神河将来ビジョンの町全体の目指す姿、変わらない風景を未来の世代に引き

継ぐため、本町の豊かな自然や地域資源を活用した農林業・商工業の連携による魅力と

活力のある産業の創造に向け取り組んでまいります。

仕事づくりにつきましては、起業や創業に対しての支援、企業誘致の推進による働き

場所の確保に引き続き取り組んでまいります。企業誘致については、国の地方創生メニ

ューである企業派遣型地域活性化企業人事業を活用し、サテライトオフィス誘致支援に

的を絞り、成果の見える化に取り組んでまいります。

農業につきましては、町農業委員会と神河町地域農業再生協議会とが協調しながら、

農業の活性化と再生に引き続き注力してまいります。

特に、地域計画と活性化計画の一体的推進として、農業上の利用が行われる農用地等

の区域に地域計画を策定し、また、農業上の利用が困難である農地については活性化計

画を策定し、両計画を一体的に推進することにより農地の適切な利用を確保し、持続的

な土地利用を推進してまいります。

また、主食米以外の生産拡大や新規就農者・農業経営法人化への支援、人農地プラン

策定への支援、米安全確保対策など、あわせて有害鳥獣である猿、鹿、イノシシの捕獲

対策の一層の強化を図りながら、有機農業への取組も含め安全で良質な農産物の生産拡

大並びに農地保全の取組を引き続き積極的に展開してまいります。

林業の活性化と再生につきましては、森林管理１００％事業による計画的な搬出間伐

と作業道開設とともに、森林環境譲与税の財源を活用し間伐や搬出等の森林施業に対す

る町独自の補助事業を拡充しながら、一体的に森林整備を実施してまいります。

山林の再生につきましては、山の再生保全・活用の具体的取組を計画的、継続的に検

討してまいります。また、地産地消と地域資源の経済循環の仕組みづくりを引き続き研

究、検討してまいります。

水産業の活性化と再生につきましては、漁業組合や漁業者、ＮＰＯ団体等が行う新た

な取組への支援を行うとともに、関係者と連携しながら一体的に推進してまいります。

観光振興については、四季を通した魅力あふれる神河町を町内外へＰＲ・発信してい

きながら、観光交流人口から経済循環を目標に、観光協会、観光施設指定管理者、行政、

そして関係する事業者と連携しながら、引き続き取り組み、より魅力ある観光地施策と
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して町内外に発信してまいります。

６本目の基本目標である安定した持続可能なまちを実現するであります。具体的には、

人権、住民参画、コミュニティ、行財政であります。

「人権尊重のまち」宣言を基本に、全ての人が幸せになるために、神河町部落差別の

解消の推進に関する条例に基づき、引き続き毎月１１日は人権を確かめる日の啓発、Ｐ

Ｒ活動を推進し、誰もが人として尊重されるまちづくりに取り組んでまいります。

まちづくりの基本的な指針であり行政運営における最上位の計画である第２次神河町

長期総合計画（後期基本計画）について、その進捗の検証を通し、町民の皆様との協働

の下、「ハートがふれあう住民自治のまち～大好き！私たちの町 かみかわ～」の実現

に取り組んでまいります。

男女共同参画推進計画は、引き続き推進アドバイザーを招聘し、その実現に努めてま

いります。

町有財産の管理については、財産台帳・重要備品台帳の整備等を通し、適正な管理に

努めてまいります。

情報発信につきましては、町広報、町ホームページやＳＮＳなど様々なツールを活用

した情報発信の充実を図ってまいります。引き続き、町内外に町政やイベントなどの情

報を適時適切に発信し、町民の皆様の生活に有用な情報提供に努めてまいります。

町民の皆様から納付いただいております町税につきましては、的確な課税客体の把握

により、公平公正な課税に努めるとともに、特別徴収月間での徴収強化の取組による徴

収率のアップを目指してまいります。

住民サービスにおいては、マイナンバーカードの普及率を向上させるため、引き続き

町民の皆様のマイナンバーカードの取得促進に力を注いでまいります。

また、基本となる地方公共団体情報システムの標準化・共有化は、令和７年度に集中

的に取り組んでまいります。

ふるさとづくり応援寄附金については、貴重な自主財源であることから、より一層の

普及とＰＲを行い、返礼品を充実しながら積極的に取り組んでいくとともに、頂いた寄

附金を有効に活用してまいります。

また、企業版ふるさと納税寄附金は関係法令等が改正され、寄附活用事業を適切に実

施することを前提に、適用期限が３年間延長されることになりました。引き続きルール

に基づき、適切な運用に努めるとともに、多くの企業に賛同いただけるプロジェクト事

業を展開してまいります。

人材育成、組織力の向上については、神河町の将来と住民の視点を第一に住民目線で

考える職員を育てていきます。そのために必要な研修は、その時々に応じタイムリーに

確保・提供しながら、職員一人一人の能力向上や育成、モチベーションアップを図ると

ともに、組織力の向上につなげてまいります。

また今年度から神河町みらい創造プロジェクトと題し、中堅・若手職員による課題解
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決プロジェクトチームを編成し、これからの神河町を考えてもらう機会を創造していき

ます。

町財政につきましては、人口減少による税収等の増加が見込めなくなる一方、高齢化

による社会保障費の増加や老朽化した公共施設の更新など、限られた財源の中でより厳

しい財政運営が求められます。常に事業の成果とその検証を行い、ＰＤＣＡサイクルを

回すとともに、各管理職が所管の事務事業をしっかりとマネジメントすることが極めて

大事です。第３次神河町行財政改革大綱のテーマでもあります、地方創生の流れに乗っ

た一歩踏み込んだ改革を意識した課題の選択と集中が不可欠であります。

当町の抱える課題であるモノ、ヒト、カネ、公共施設及びインフラ資産の老朽化・更

新問題、人口減少、少子高齢化問題、財源確保問題などを乗り切るため、引き続き標準

財政規模（身の丈）から大きく膨れ上がった予算総額の縮小と併せて、財政調整基金に

頼らない、そして過度に地方債に依存しない財政運営を基本に、安定した健全な財政運

営の確立に取り組んでまいります。

最後に、神河町を取り巻く環境は、不確実性、不透明性の高い厳しい環境であります

が、あらゆる危機を住民の皆様と一緒に考え、継続さらに発展の神河町に全力で邁進し

てまいります。

次に、第３４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、令和７年度神河町一般会計予算でございまして、地方自治法第２１１条第

１項の規定によりまして議会に提出するものでございます。

予算書の２ページを御覧ください。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０１億１００万円と定め、その歳入歳

出予算の款項の区分・金額は、第１表、歳入歳出予算によると定めております。

前年度当初予算と比較して⒎６％増、額にして７億７００万円の増額でございます。

続きまして、歳入でございます。

１２ページをお願いいたします。１款町税は１８億８４６万０００円で、対前年

度比⒉４％、３２７万０００円の増額でございます。

２款から１０款までの地方譲与税、そして各県税の交付金と地方特例交付金は、前年

度決算見込みを基本に地方財政計画、そして県の配分見込みによりそれぞれ計上してお

ります。

１１款地方交付税は３７億円で、対前年度比⒈６％、８００万円の増額でございま

す。

１２款交通安全対策特別交付金は１６０万円で、対前年度比１⒈１％、２０万円の減

額でございます。

１３款分担金及び負担金は６５４万円で、対前年度比⒉４％、８６万円の増額でご

ざいます。

１４款使用料及び手数料は１億５２２万０００円で、対前年度比⒉６％、４１７
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万円の減額でございます。

１５款国庫支出金は６億３０４万０００円で、対前年度比１⒎６％、６２３万

０００円の増額でございます。

１６款県支出金は６億０４１万０００円で、対前年度比３％、１７５万００

０円の減額でございます。

１７款財産収入は２１５万０００円で、対前年度比⒐１％、２６８万０００円

の増額でございます。

１８款寄附金は５００万０００円で、対前年度比２⒏６％、０００万円の減額

でございます。

１９款繰入金は５億１９０万０００円で、対前年度比１⒍５％、１億９１７万

０００円の減額でございます。

２０款繰越金は０００万円で、前年度と同額でございます。

２１款諸収入は７億６８０万円で、対前年度比１４⒉５％、４億６６７万００

０円の増額でございます。

２２款町債は１１億６００万円で、対前年度比２⒊５％、２億７８０万円の増額

でございます。

続きまして、歳出でございます。

１３ページをお願いします。１款議会費は０７７万円で、対前年度比９％、８２

万円の減額でございます。

２款総務費は１５億５４７万０００円で、対前年度比⒌３％、７５０万００

０円の減額でございます。

３款民生費は１５億８５０万０００円で、対前年度比７％、０７７万００

０円の減額でございます。

４款衛生費は１８億８４５万０００円で、対前年度比⒊２％、９９８万０００

円の減額でございます。

５款農林水産業費は６億７１６万０００円で、対前年度比⒋４％、８７３万

０００円の増額でございます。

６款商工費は３億３３９万０００円で、対前年度比⒎６％、１４７万０００円

の増額でございます。

７款土木費は５億８２５万０００円で、対前年度比１⒎３％、８４２万００

０円の増額でございます。

８款消防費は１０億３７６万０００円で、対前年度比１２⒏７％、５億０５０

万０００円の増額でございます。

９款教育費は１１億５８３万０００円で、対前年度比１⒌２％、１億０１１万

０００円の増額でございます。

１０款公債費は１３億９３８万０００円で、対前年度比⒈３％、６８２万０
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００円の増額でございます。

１２款予備費は、０００万円で前年度と同額でございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。詳細につきまして、総務課財政特命参事

から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事兼病院改革推進室長。

○総務課参事兼財政特命参事兼病院改革推進室長（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でござ

います。それでは、第３４号議案、令和７年度神河町一般会計予算につきまして、詳細

につきまして御説明を申し上げます。

まずは１０ページのほうをお願いをいたします。１０ページは第２表、地方債でござ

います。

過疎地域持続的発展特別事業でございます。限度額につきましては３９０万円で、

医師修学資金貸与金、寄附講座の設置など、公立神崎総合病院の御支援に係るものでご

ざいます。過疎債のソフト事業分ということでございます。

続いて、病院医療機器整備事業でございます。限度額につきましては１億０００万

円で、医療機器の整備に係るものでございます。過疎債のハード事業分を発行いたしま

して、病院へ出資金として支出するものでございます。このうち１億円につきましては、

病院の電子カルテの更新に係るものを発行予定をしております。

続いて、クリーンセンター整備負担金事業でございます。限度額につきましては２億

２８０万円で、次期ごみ処理施設建設負担金に対するものでございます。これにつきま

しても過疎債を予定をしております。

続いて、広域基幹林道開設事業でございます。限度額につきましては９４０万円でご

ざいます。千ケ峰・三国岳線工事負担金に対するものでございます。起債のメニューに

つきましては公共事業債を予定をしております。

続いて、観光施設整備事業でございます。限度額７２０万円で、ヨーデルの森長寿

命化改良工事に係るものでございます。起債の種類につきましては過疎債を予定をして

おります。

続いて、地域創生道整備推進交付金事業でございます。限度額につきましては６５

０万円で、道整備交付金事業の野村沢線、流田線等に係るものでございます。公共事業

債で予定をいたしております。

続いて道路整備事業でございます。限度額は１億６４０万円で、町道作畑・新田線

など道路整備事業に係るものでございます。辺地債とそれから過疎債を予定をしており

ます。

続いて橋梁整備事業でございます。限度額は４５０万円で、道路メンテナンス事業

に係るものでございます。これにつきましても、過疎債の発行を予定をしております。

続いて河川整備事業です。限度額は９５０万円で、河川護岸改修工事に関するもの
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でございます。起債につきましては緊急自然災害防止対策事業債を予定をしております。

続いて、急傾斜地崩壊対策事業でございます。限度額は０５０万円で、急傾斜地崩

壊対策事業負担金、地域につきましては大河、柏尾、本村、重行になります。に係るも

のでございまして公共事業債を予定をしております。

続いて消防施設整備事業でございます。限度額は４億１２０万円で、中播消防署移

転建て替え整備などに係るものでございます。過疎債及び緊急防災・減災事業債を予定

をしております。

続いて消防車両整備負担金事業でございます。限度額につきましては８５０万円で、

高規格救急車購入に係る姫路市消防局への負担金でございます。起債の種類につきまし

ては一般単独事業債でございます。

続いて、最後になりますが、社会教育施設解体事業でございます。限度額は５６０

万円で、神崎公民館、体育センターの解体に係る設計等になりますが、を予定をしてお

ります。この記載につきましても緊急防災・減災事業債を発行を予定をしております。

以上、起債の限度額の合計でございますが、１１億６００万円と定めるものでござ

います。

続いて、歳入歳出予算事項別明細書で御説明を申し上げます。

まずは１４ページ、歳入を御覧いただきたいと思います。主な項目を中心に御説明を

申し上げます。

まず、１款町税、１項町民税、１目個人町民税でございます。４億２２３万００

０円、対前年度比９８３万０００円の増額計上でございます。現年度課税分は４億

９０３万０００円で、滞納繰越分につきましては３２０万０００円でございます。

続いて ２目の法人町民税でございます。１３１万０００円で、対前年度比８２

９万０００円の増額計上でございます。現年課税分につきましては１１６万００

０円で、滞納繰越分につきましては１５万０００円でございます。

１項町民税の合計でございますが、４億３５５万０００円で、対前年度比８１

２万０００円の増額の計上となってございます。

続きまして、２項固定資産税、１目固定資産税でございます。１２億３７９万０

００円で、対前年度比２６０万０００円の減額です。現年課税分につきましては１

２億１８９万０００円、このうち、大河内発電所分につきましては５億６２８万

０００円でございます。前年度と比較をしますと９４８万０００円の減額計上と

なってます。滞納繰越分ですが、１９０万０００円でございます。

２項固定資産税の合計ですが、１２億４９５万０００円で、対前年度比２６３

万０００円の減額計上となってます。

続いて、３項軽自動車税、１目環境性能割でございます。２５９万円で、対前年度比

では１０万０００円の増額です。

２目種別割は５３１万円で、対前年度比では３９万０００円の増額計上となりま
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す。現年課税分４８１万０００円、滞納繰越分４９万０００円でございます。

続いて、３項の軽自動車税の合計でございますが、７９０万円で、対前年度比５０

万０００円の増額でございます。

続いて、１５ページ、２款地方譲与税から１６ページの１０款地方特例交付金につき

ましては、６年度決算見込み、地方財政計画及び県の交付見込みを勘案いたしまして計

上をいたしてございます。

まず、２款の地方譲与税、１項地方揮発油譲与税でございますが、５９０万、対前

年度比１４０万円の減額計上でございます。

２項の自動車重量譲与税でございます。２６０万、対前年度比３２０万円の減額で

ございます。

３項の森林環境譲与税ですが、２３５万０００円、対前年度比９８５万０００

円の増額です。

３款利子割交付金９０万円で、対前年度比３０万円の増額計上でございます。

４款配当割交付金です。０７０万、対前年度比１２０万円の増額です。

５款株式等譲渡所得割交付金８６０万円、対前年度比１１０万円の増額計上でご

ざいます。

６款ゴルフ場利用交付金は６６０万円、対前年度比１４０万円の減額計上でございま

す。

次のページをお願いをいたします。７款法人事業で交付金でございます。０３０万

円で、対前年度比では３３０万円の増額計上となります。

８款地方消費税交付金です。２億９００万円、対前年度比５２０万円の増額です。

９款環境性能割交付金は８００万円、対前年度比１７０万円の減額計上となります。

１０款地方特例交付金、１項地方特例交付金でございますが、６３０万円、対前年度

比と同額で、これにつきましては、住宅ローン控除の減収補填でございます。

２項新型コロナウイルス感染対策地方税減収補てん特別交付金でございます。２６０

万円で対前年度比４８万０００円の減額でございます。

次の定額減税減収補てん特例交付金につきましては、廃項となります。

続いて、地方交付税でございます。普通交付税においては３２億円、次のページをお

願いをします。特別交付税は５億円の計上としております。

１１款の地方交付税は３７億円、対前年度比で８００万円の増額計上と見込んでご

ざいます。

続いて、１２款交通安全対策特別交付金ですが、１６０万円で対前年度比２０万円の

減額で計上とさせていただいてます。

続いて、１３款の分担金及び負担金、２項負担金、１目総務費負担金でございます。

被災地復旧復興中長期職員派遣人件費負担金で４３２万円の計上でございます。

２目の民生費負担金でございますが、１７２万０００円の計上でございます。保
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育所運営費負担金など０９９万円、老人福祉施設入所者費用徴収金７３万０００円

などでございます。

続いて、３目の衛生費負担金でございます。３１１万０００円でございます。中

播北部行政事務組合職員人件費負担金として２７５万０００円などを計上をいたし

てございます。

続いて、４目の土木費負担金でございます。５０６万０００円で、県土木事務所出

向職員の人件費負担金でございます。

２項の負担金の合計ですが、４２２万、対前年度比では６６万の減額でございます。

次のページをお願いをいたします。１４款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務

使用料でございます。３８４万０００円で、ケーブルテレビの利用料につきまして

は３３７万０００円でございます。

２目の土木使用料です。０７７万０００円で、町営住宅等使用料が５９６万

０００円、道路占用料０００万円、町営駐車場使用料４６４万０００円などの計上

をしております。

３目の教育使用料ですが、４０４万円で、学童保育クラブ施設使用料６３８万円、

町民温水プール使用料が５０１万０００円などの計上となってございます。

１項の使用料の合計でございますが、１億８６５万０００円で、対前年度比は３

６３万０００円の減額計上となりました。

次のページをお願いをいたします。２項手数料、１目総務手数料でございます。５２

８万０００円で徴税手数料、戸籍住民基本台帳手数料などの計上をしております。

２目の衛生手数料は１１７万０００円で、し尿くみ取り手数料、犬の登録手数料な

どの計上でございます。

４目の土木手数料は１１万０００円で、屋外広告物許可手数料、建築確認調査手数

料などの計上でございます。

２項手数料の合計でございますが、６５６万０００円で、対前年度比５３万００

０円の減額計上となってございます。

続いて、１５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金でございます。

４億２０５万０００円で、保育所運営費負担金が９７１万０００円、国民健康

保険基盤安定負担金９８２万０００円。次のページをお願いをします。心身障害者福

祉費負担金１億３３９万０００円、児童手当交付金は法改定等により１億１１９

万０００円、介護保険低所得者保険料軽減負担金５５８万０００円、子育てのため

の施設等利用給付交付金２３３万０００円などでございます。

続いて、２目の衛生費国庫負担金は、１４１万０００円で２名の方の新型コロナウ

イルス予防接種健康被害給付費負担金が１２９万０００円などの計上でございます。

１項の国庫負担金の合計でございますが、４億３４７万０００円で、対前年度比

４９０万０００円の増額計上となりました。
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続いて、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金でございます。２７５万０００

円で、社会保障・税番号システム整備補助金５４２万０００円、個人番号カード交付

事務費補助金４２１万０００円、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金３１１

万０００円などの計上でございます。

２目民生費国庫補助金です。９３２万０００円で、地域生活支援事業補助金６０

５万０００円、子ども・子育て支援交付金など児童福祉費の補助金が２５２万０

００円。次のページお願いをします。こども家庭センター事業に係る交付金７０３万

０００円などの保健衛生費補助金１４９万０００円の計上となってございます。

４目土木費国庫補助金です。１億０９８万０００円で、道整備事業交付金９５

０万円、道路メンテナンス事業費補助金８９６万０００円、社会資本整備総合交付

金など住宅費補助金が２５１万０００円の計上でございます。

続いて、５目の教育費国庫補助金でございますが、３３５万０００円で、特別支援

学級就学援助費補助金、埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金などの計上をしております。

２項の国庫補助金の合計でございますが、１億７９０万０００円で、対前年度比

では１３５万０００円の増額計上となってございます。

○議長（澤田 俊一君） 黒田参事、ここで止めます。

説明の途中ですが、ここで暫時休憩します。再開を１０時４０分とします。

午前１０時２２分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。

休憩前に引き続きまして第３４号議案、令和７年度神河町一般会計補正予算について

詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事兼病院改革推進室長。

○総務課参事兼財政特命参事兼病院改革推進室長（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でござ

います。そうしましたら、引き続きに御説明のほうを申し上げたいと思います。

ページのほうは２２ページからということになります。１６款の県支出金、１項県負

担金、１目総務費県負担金でございます。３５７万０００円で、移譲事務市町交付金

の関係の経費を計上しております。

２目民生費県負担金、２億３８８万０００円で、私立保育所運営費負担金１５

２万０００円、国民健康保険基盤安定負担金２８１万０００円、心身障害者福祉

費負担金１６９万０００円、後期高齢者医療保険基盤安定負担金６４９万００

０円、児童手当交付金７３８万０００円、介護保険低所得者保険料軽減負担金２７

９万０００円、子育てのための施設等利用給付費負担金１１６万０００円の計上で

ございます。

１項の県負担金の合計でございますが、２億７５１万０００円で、対前年度比で
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は２９５万０００円の減額計上となります。

続いて、２項県補助金、１目総務費県補助金でございます。３８３万０００円で、

市町振興支援交付金６５９万０００円、躍動する兵庫応援事業補助金１１０万円で、

ＪＲ播但線利用促進、自治協議会の設置運営、小中学校入学支援金、中学校の自転車購

入費などに充当をしてございます。電源立地地域対策交付金事業補助金５９７万０

００円の計上でございます。

続いて、２目民生費県補助金でございます。６６７万０００円で、民生児童委員

活動費用弁償補助金２２９万０００円。次のページをお願いをします。地域生活支援

事業補助金３０２万０００円、人生いきいき住宅事業補助金２００万円など、社会福

祉費補助金は９０９万０００円の計上でございます。老人クラブ助成事業補助金は１

３５万０００円など、老人福祉費の補助金につきましては２３４万０００円の計上

となってございます。医療助成費補助金でございます。５１７万０００円、子ども

・子育て支援交付金など児童福祉費補助金は００６万円の計上でございます。次のペ

ージをお願いをいたします。結婚新生活支援事業補助金６０万円、地域少子化対策重点

推進事業補助金６７万０００円の計上でございます。

３目の衛生費県補助金でございます。７３５万０００円で、健康増進事業補助金１

１５万０００円、へき地診療所運営費補助金３７１万０００円、こども家庭センタ

ー事業補助金交付金１７５万０００円などを計上でございます。

続いて、４目農林業費県補助金でございますが２億６７３万０００円で、中山間

地域等直接支払交付金は０９５万０００円、地籍調査事業補助金は１億５６８万

０００円、多面的機能支払交付金４９５万０００円、ため池関係の農村地域防災

減災事業補助金は７００万円、林業関係では、緊急防災林整備事業補助金が１０９万

０００円などの計上でございます。

続いて、５目商工費県補助金でございます。峰山新宿泊施設起債償還補助金は１６９

万０００円の計上でございます。

次のページをお願いをいたします。７目教育費県補助金でございます。６２７万０

００円で、小学校費補助金は２３３万０００円、中学校費補助金が２７２万０００

円、社会教育費の補助金が１２２万０００円、学校を核とした地域連携促進事業補助

金２６万０００円は、これについてはコミュニティ・スクール事業に関する補助金で

ございます。

２項県補助金の合計でございますが、３億６１９万０００円で、対前年度比６

１７万０００円の増額計上となってございます。

３項県委託金、１目総務費県委託金は３１７万０００円で、県民税徴収事務委託

金６９１万０００円、参議院議員通常選挙費委託金１４９万０００円、国勢調

査の委託金が４５０万円などの計上でございます。

３目の農林業費県委託金でございます。１２９万円で、地籍調査事業委託金が８
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２７万０００円などの計上をしております。

次のページをお願いをいたします。４目の商工費県委託金でございます。６６３万

０００円で、砥峰高原自然交流館管理運営委託金でございます。

５目土木費の県委託金でございますが、５１９万０００円で、河川クリーン作戦事

業委託金５００万円などの計上をしております。

３項県委託金の合計でございます。１億６６９万０００円で、対前年度比４９７

万０００円の減額計上でございます。

続いて、１７款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金でございます。４

６６万０００円で、財政調整基金をはじめまして、基金の利子収入を計上をいたして

ございます。

続いて、２目の財産貸付収入でございます。６４８万０００円で、町有財産であ

る土地建物等の貸付収入を計上しております。光ケーブル等の貸付収入につきましては

５００万０００円、貸し工場の貸付収入につきましては４５０万円で、これにつき

ましては公債費の償還金充当分ということでございます。

次のページをお願いをいたします。１項財産運用収入の合計でございますが、１１

５万０００円で、対前年度比２６８万０００円の増額計上でございます。

続いて、１８款寄附金、１項寄附金でございます。５００万０００円でございま

す。神河ふるさとづくり応援寄附金につきましては０００万円、神河まち・ひと・し

ごと創生寄附金につきましては５００万円などを計上をしております。対前年度比では

０００万円の減額となります。

続いて、１９款繰入金、１項他会計繰入金でございます。８６１万０００円で、対

前年度比２２万０００円の増額計上でございます。特別会計からの繰入れ等の経費を

計上をいたしてございます。

２項基金繰入金でございます。一般会計で設置している基金からそれぞれの目的に沿

いました事業費の財源充当として繰入れをするものでございます。主なものを申し上げ

ます。公共施設維持管理基金繰入金は０７３万円で、支庁舎の電話機の更新工事に５

７０万円、それからスキー場関係に７００万円、そして、グリーンエコーの関係の修繕

に６００万円などの充当を予定をしております。

次のページをお願いします。神河ふるさとづくり応援基金繰入金につきましては３

８０万円、財政調整基金繰入金につきましては３億円でございます。財政調整基金につ

きましては、対前年度比では６００万円の減額計上となってございます。まちづくり

基金の繰入金は５３３万０００円で、自治協議会に３５０万円、情報システムの

標準化に０００万円などを充当を予定をいたしてございます。森林環境譲与基金繰入

金は５７１万円、町債管理基金繰入金は８９４万０００円、企業版ふるさと納税基

金繰入金は０６０万円などを計上をしてございます。

２項基金繰入金の合計でございますが、５億３２８万０００円で、対前年度比で
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は１億９４０万０００円の減額計上となります。

２０款の繰越金につきましては０００万円の計上で、前年度の繰越金でございます。

次のページをお願いをいたします。２１款諸収入、５項雑入につきまして御説明をし

ます。これまで御説明をしてきました歳入科目に含まれない収入を計上をしております。

市町振興交付金、宝くじの交付金になりますが、１４７万０００円の計上でござい

ます。次のページをお願いをいたします。消防団員の退職報償金など受入金でございま

すが、７２１万０００円の計上でございます。学校給食事業につきましては８５

１万０００円。次のページになります。それからコミュニティ助成事業の助成金は６

５０万円。すみません、次のページを御覧いただきたいと思います。管理者からの峰山

高原スキー場施設使用料につきましては０００万円の計上でございます。また神崎フ

ード施設整備工事負担金は６８７万０００円、県互助会安全・安心のまちづくり事業

助成金は３００万円、その下の段になりますが、デジタル基盤改革支援補助金２億４

５５万０００円でございます。これにつきましては、地方公共団体情報システム標準

化に対する補助金でございます。地方公共団体情報システム機構から入ってくるという

ものでございます。続いて最下段になります。中播消防署の建て替え負担金を計上して

おります。３億７９０万０００円でございます。これについては、福崎町、市川町か

ら負担金を頂くものでございます。

５項の雑入の合計でございますが７億３０３万０００円で、対前年度比では４億

４６７万０００円の大幅な増額となってございます。

２２款町債につきましては、第２表の地方債で説明したとおりでございます。

以上で歳入の説明につきましてはこれで終わらせていただきます。

引き続きまして、３４ページからは歳出でございます。３４ページを御覧いただきた

いと思います。拡充事業など主なものを中心に御説明を申し上げたいというふうに思い

ます。またタブレットの予算説明書につきましては５０ページから１１２ページに歳出

予算目的別対比及び財源内訳表を掲載をしております。併せて御覧をいただけたらとい

うふうに思います。

それでは、歳出なんですが、まず人件費につきまして少し触れたいと思います。人件

費関係では人事院勧告による給与改定などで、人件費総額が１４億８８４万０００

円となってございます。対前年度比では５８５万０００円の大幅な増額ということ

になりました。

さらに歳出全般ですが、物価高騰、民間の人件費の上昇などもありまして、委託料を

中心にですが歳出経費が上昇をしているような傾向がございます。

それでは科目ごとに御説明をいたします。まずは１款の議会費でございます。議会費

は０７７万円で、対前年度比は８２万円の減額計上でございます。本年度も引き続き

議会改革の取組、あり方ゼミナールを中心とした経費が計上をされてございます。

次のページをお願いをいたします。２款の総務費、１項総務管理費、１目一般管理費
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でございます。７億２９３万円の計上です。この費目につきましては、総務管理の経

常的な経費を中心に予算計上をしてございます。対前年度比では２億３９０万００

０円の大幅な増額というふうになってございます。主な増額要因を中心に申し上げたい

というふうに思います。３７ページを御覧いただきたいと思います。町制２０周年の記

念事業といたしまして、報償費の中に記念品７２０万円等が掲載しておりますが、など

合計で００８万０００円を計上をいたしてございます。次のページをお願いをしま

す。委託料、使用料及び賃借料などで、地方公共団体情報システム標準化に係る経費を

３億４５４万０００円を計上をいたしてございます。委託料でありますとか、それ

から使用料のところに集中的にこの経費が加わっているということでございます。また

次のページになりますが、地方バス等公共維持確保対策補助金として５４６万０００

円を計上してます。それから、神崎高校の夢実現プロジェクト支援金につきましては５

０万円増額をしまして１５０万円の計上をいたしてございます。そして、神戸大学医学

研究科腎泌尿器科先端医療技術開発寄附金でございます。これについては、引き続き２

年間参画することを決定をいたしました。しかしながら、０００万円を減額をいたし

まして、０００万円から０００万円の計上というふうに変えてございます。

続いて、２目の文書管理費でございますが、４１０万０００円の計上でございま

す。

次のページをお願いします。３目は会計管理費です。会計管理費につきましては６

４８万０００円の計上でございます。

続いて、４目の財産管理費ですが、１億９６６万０００円の計上です。次のペー

ジをお願いをいたします。委託料の中に借上バス運行委託料として計上してます。人件

費、燃料費の上昇もありまして１００万円の計上とさせていただいております。次の

ページをお願いをいたします。次のページの中で工事請負費になりますが、庁舎等施設

改善工事請負費として４２４万円の計上でございます。これの計上の主なものは、令

和７年度に庁舎の防水修繕工事を予定をしておりまして、こういった経費を中心に計上

したところでございます。続いて、神河ふるさとづくり応援基金の積立金なんですが

０００万円の計上となってございます。

続きまして、５目の交通対策費でございます。１億７０５万円で、コミュニティバ

スの運行委託料につきましては１億７７０万円の計上です。次のページに、ＪＲ播但

線のローカル線維持利用促進でございます。この関係につきましては、歳入として躍動

する兵庫応援事業補助金を活用しまして充当しておりますが、特急はまかぜの利用促進

補助金が１９０万円、それからＪＲ播但線利用促進補助金が４８０万円、ＪＲ遠距離通

勤・通学等補助金が４００万円の計上でございます。

続いて、６目の企画費でございます。１億９４６万０００円の計上になります。

次のページを御覧いただきたいと思います。企画費の主なものなんですが、地域活性化

起業人推進委託料として０００万円、それから、企業誘致戦略推進業務委託料が１９
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８万円などの計上です。次のページをお願いをいたします。負担金、補助及び交付金で

は、地域活性化企業人負担金として５６０万円、それから、創業促進事業補助金につい

ては６００万円、そして、コミュニティ助成事業補助金は６５０万円、地域自治協議会

の地域づくり交付金なんですが、これについては４５０万円などの計上をしてござい

ます。

次のページをお願いをいたします。７目のケーブルテレビ管理運営費でございます。

１億６９２万０００円でございまして、指定管理料につきましては１億９７２万

０００円等ですね、そういったケーブルテレビの関係の経費を計上したところでござ

います。

４７ページをお願いをいたします。１項総務管理費の合計でございますが、１４億

３３４万０００円、対前年度比では１億７１４万０００円の減額となってござい

ます。

続きまして、２項徴税費、１目税務総務費でございます。５６１万０００円で土

地評価総合計画等業務委託料が４７９万０００円、固定資産税の基礎図面等整備委託

料が３２８万０００円、次のページになりますが、標準地鑑定評価業務委託料が８６

５万０００円、家屋評価システムの導入委託料が３０６万０００円の計上でござい

ます。

続いて、２目の賦課徴収費でございますが、９１５万円の計上です。

２項の徴税費の合計になります。４７６万０００円、対前年度比では２８４万

０００円の増額計上でございます。

次のページをお願いをいたします。続いて３項の戸籍住民基本台帳費ですが、７２

７万円で、対前年度比は８３万０００円の減額計上でございます。この費目につきま

しては、戸籍法・住民基本台帳法に基づきます事務処理関係に係る経費、住民票の交付

等に係る経費を中心に計上をいたしてございます。

５２ページまでの４項選挙費になります。選挙費は５２ページまであります。選挙管

理委員会費でございます、０１６万０００円、参議院の議員通常選挙費は１４９

万０００円、それから、町長選挙費につきましては２７９万０００円を計上をい

たしてございます。

４項の選挙費の合計になりますが、４４６万０００円、対前年度比で４８４万

円の増額計上でございます。

次のページをお願いをいたします。５項統計調査費でございます。国勢調査費４５０

万円など４７７万０００円で、対前年度比は２７７万０００円の増額計上でござい

ます。

次のページ、６項監査委員費でございます。８５万０００円で、対前年度比は１万

０００円の増額計上でございます。

続いて、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費でございます。４億６
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８２万０００円で、委員謝礼が３６万０００円につきましては、民生児童協力員７

３人、１人当たり０００円の謝礼でございます。民生児童委員費用弁償は４５９万

０００円、次のページに社会福祉協議会補助金がございますが、３２４万０００円

の計上でございます。少し下がりまして集落公園等を整備事業補助金は９７万０００

円。次のページをお願いをいたします。国保、介護保険への繰出金は３億５３１万

０００円などの計上をしてございます。

２目の老人福祉費は４５６万０００円で、老人クラブ活動補助金３２４万円、次

のページ、広域シルバー人材センター負担金につきましては４０１万０００円、老人

保護措置費については０２６万０００円などの計上でございます。

３目心身障害者福祉費でございます。３億２７０万０００円で、障害者総合支援

法に基づきます障害福祉サービス利用時の介護給付費などの計上をいたしてございます。

５９ページをお願いします。４目の医療助成費ですが、４２８万円で、高齢期移行

者、重度障害者、乳幼児、高齢障害者に係る医療助成金として事務費を計上をいたして

ございます。

次のページをお願いをいたします。５目国民年金事務費は６３４万０００円の計上

でございます。

６目民生化推進費は１７１万０００円の計上です。

７目後期高齢者医療費は２億６０９万０００円で、兵庫県後期高齢者医療広域連

合への療養給付費の負担金、それから、町が設置しております後期高齢者医療事業特別

会計への繰出金などを計上をいたしてございます。

次のページをお願いをいたします。１項の社会福祉費の合計になります。１１億２

５３万０００円で、対前年度比は４８８万０００円の減額計上となってございま

す。

続いて、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。６７５万０００円で

ございます。縁結び事業委託料が１３５万０００円、それから、新婚新生活支援事業

補助金は１５０万円、こどもを健やかに生み育てる支援金につきましては２４０万円な

どの経費を計上をいたしたところでございます。

次のページをお願いをいたします。２目児童措置費でございます。１億６０７万

０００円で、児童手当１億５９６万円の計上などでございます。

３目の保育所費でございます。２億３１４万０００円で、私立保育所運営費委託

料１億７６８万０００円、私立施設型給付費負担金６４４万０００円、そして、

国の重点支援交付金を活用しまして、令和６年度に引き続き、保育所、認定こども園の

保護者の負担軽減を図るために、給食費の支援をする児童福祉施設給食費等補助金、こ

れについて１１０万０００円を計上をいたしてございます。

２項児童福祉費の合計でございますが、４億５９６万０００円で、対前年度比は

４１１万０００円の同額計上となりました。
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続いて、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費でございます。７億２

１０万０００円の計上です。６４ページをお願いをいたします。病院関係では公立神

崎総合病院事業会計補助金が２億２７７万０００円、重点支援交付金を活用した物

価高騰対策支援補助金が７５０万円、出資金が２億４７２万０００円で、うち１

億円につきましては電子カルテの更新に係る支援でございます。水道事業会計の補助金

ですが、３２０万０００円、そしてケアステーション事業会計特別会計への繰出金

につきましては２６１万０００円を計上をいたしてございます。

２目健康づくり対策費でございます。１７２万０００円で、医薬材料費は３５

０万０００円、予防接種等の委託料が０９９万０００円の計上でございます。帯

状疱疹ワクチンの接種の関係なんですが、定期接種の委託料として４３７万０００円、

任意接種の助成金４８万円などの計上をいたしてございます。

次のページの６５ページをお願いをいたします。３目母子衛生費でございます。１

４９万０００円の計上でございます。この費目につきましては、新たに設置をいたし

ますすくすく子育て家庭センターに関する経費を計上をいたしました。次のページをお

願いをいたします。妊婦健診の委託料ですが３４２万０００円、妊婦のための支援給

付交付金３５０万円などを計上をいたしてございます。

４目の保健衛生施設管理費ですが、４７４万０００円の計上です。

６７ページをお願いをいたします。５目の診療所費でございます。５８３万０００

円で川上及び上小田診療所の開設に係る運営費、郡医師会で実施をしております休日の

在宅当番医制事業への負担金、救命救急センターへの運営負担金などを計上をいたして

ございます。

１項の保健衛生費の合計でございますが、８億５９０万０００円で、対前年度比

では６６６万０００円の増額計上となってございます。

２項環境衛生費、１目環境衛生費でございます。６５８万０００円の計上です。

６８ページをお願いをいたします。地球温暖化実行計画の改訂業務委託料として３２８

万０００円。次のページになります。中播北部行政事務組合の負担金（火葬場分）に

なりますが、０２４万０００円などの計上でございます。

２項の環境衛生費の合計ですが、７０９万０００円で、対前年度比は７２万円の

増額計上でございます。

３項の清掃費、１目ごみ処理費でございます。４億１６９万０００円で、中播北

部行政事務組合負担金（運営分）２億８５６万０００円、次のページになりますが、

次期ごみ処理施設建設分につきましては２億０５３万０００円の計上となってござ

います。

２目し尿処理費ですが、３億３７６万０００円の計上でございます。

次のページ、中播衛生センターへの運営負担金が６８６万０００円、下水道事業

会計の補助金につきましては２億０３７万０００円、出資金が５５８万０００
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円などの計上をしてございます。

３項の清掃費の合計でございます。８億５４５万０００円で、対前年度比は７

３７万円の減額計上となりました。

続いて、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費でございます。５５１

万０００円で、対前年度比では６９万０００円の増額でございます。農業委員会の

管理運営経費を中心に計上をいたしてございます。

７１ページをお願いをいたします。２目の農業総務費です。７９５万０００円で

ございます。この費目につきましては、人件費等、管理運営に係る経常経費の計上でご

ざいます。

次のページをお願いをいたします。３目の農業振興費ですが、１億２９３万００

０円で、食糧費のうち食べ盛り応援神河米事業を引き続き行います。町内産つきあかり、

小・中学校１人３０キロ、７８０万円を計上をいたしてございます。次のページをお願

いします。中山間地域等直接支払交付金ですが４６０万０００円、農業機械施設整

備支援事業補助金５３４万０００円、多面的機能支払交付金７９６万０００円。

次のページになります。鳥獣被害防護柵など設置事業補助金４９８万０００円、農業

法人活性化支援機械整備事業補助金３４４万０００円などの計上をいたしてございま

す。

４目の農地費ですが、０１３万０００円で、農村地域防災・減災事業として、た

め池の廃止工事請負費として７００万円を計上をいたしてございます。また、区要望の

町単独土地改良事業につきましては１００万円を計上をいたしてございます。

５目の農業施設管理費です。６８５万０００円の計上でございます。フードセン

ターの施設改修工事請負費として３７５万円の計上でございます。経営支援の意味合

いも含めまして、工場の空調機の取替え工事の経費を計上をいたしました。その他、水

車公園、道の駅の施設管理経費を計上をいたしてございます。

続いて、６目の地籍調査費ですが、３億９２１万０００円の計上で、山林部の調査

の事業費を計上をいたしてございます。

７７ページをお願いします。１項農業費の合計でございますが、５億２６６万０

００円で、対前年度比９５５万０００円の増額計上でございます。

２項林業費、１目林業総務費は２２３万０００円で、この費目につきましても人

件費等の管理運営に係る経常経費を計上しております。主なものとして、森林基幹道千

ケ峰・三国岳線の工事負担金でございますが、０５０万円の計上となってございます。

２目の林業振興費は１億６１０万０００円でございます。次のページを見ていた

だいて、町森林経営管理事業委託料ですが６７１万０００円、森林管理１００％作

戦推進事業補助金３４７万０００円、町森林整備事業補助金が０６２万０００

円、元気森もり活動推進事業補助金５００万円などの計上をしております。

２項の林業費の合計でございますが、１億８３４万０００円でございます。対前
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年度比では９２４万０００円の増額計上となってございます。

７９ページをお願いをいたします。６款商工費、１項商工費、１目商工振興費でござ

います。７３０万０００円です。主なものとして、町商工会の補助金なんですが、

０６０万円を計上をいたしてございます。

続いて、２目の観光振興費は２億６０９万０００円です。８０ページをお願いを

いたします。各施設の修繕料として８０６万０００円を計上してます。うちグリー

ンエコーのグラウンドゴルフ場の修繕として、新たに４５０万円を計上したところでご

ざいます。次のページをお願いをします。かみかわ夏まつり事業の委託料なんですが、

これにつきましては８００万円、峰山高原附帯施設等管理委託料は３９５万０００

円、指定管理料や維持管理経費の計上をしたところです。次のページをお願いをします。

工事請負費です。ヨーデルの森の屋根等の長寿命化改良工事として０２７万０００

円、それから桜華園の支援補助金として森林環境譲与税拡充森林整備事業補助金でござ

いますが、３９９万０００円などの計上をいたしてございます。

続いて、８３ページをお願いをいたします。１項の商工費の合計でございますが、３

億３３９万０００円で、対前年度比として１４７万０００円の増額計上となりま

した。

続いて、７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費でございます。１億３５万

０００円でございます。次のページをお願いをいたします。ＪＲ寺前駅前の駐車場の管

理委託料ですが１８９万円、それから、急傾斜地崩壊対策事業負担金として１７５万

円などの計上をしてございます。

１項土木管理費の合計でございます。１億３５万０００円で、対前年度比は６８

７万０００円の増額計上でございます。

８５ページをお願いをいたします。２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費ですが、

５３８万０００円でございます。道路除草作業委託料は０００万円、除雪委託料に

つきましては８４２万０００円、道路橋梁の補修工事費につきましては０３０万円

などの計上をしてございます。

２目の道路橋梁新設改良費ですが、２億３２１万円で、工事請負費は２億２７７

万円で、町道作畑・新田線など改良工事、それから道路メンテナンス事業、橋梁修繕工

事などを計上をしたところでございます。

２項の道路橋梁費の合計ですが、３億８５９万０００円で、対前年度比は１２

１万０００円の増額計上となってございます。

３項の河川費ですが、６３４万０００円で、対前年比は８万０００円の増額で

ございます。次のページに河川改修工事を掲載してます。河川改修工事としては１５

０万円、それから河川の環境整備工事ですが６００万円などを計上をいたしたところ

でございます。

５項住宅費、１目住宅管理費でございます。６４２万０００円でございます。次
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のページを御覧いただきたいと思います。負担金、補助及び交付金で、若者の定住促進

を目的としました家賃補助金、住宅取得支援補助金、リフォーム支援補助金など９８

１万０００円の計上でございます。

２目の住宅建設費でございます。５７１万０００円で、多自然移住推進事業、宅

地開発支援補助金などに係る経費を計上をいたしてございます。

８８ページをお願いをいたします。５項の住宅費の合計でございますが、２１４万

０００円で、対前年度比は０２４万０００円の増額計上でございます。

続いて、８款消防費、１項消防費、１目常備消防費です。８億２０３万０００円

で、対前年度比は５億８９４万０００円の大幅な増額計上をしてございます。中播

消防署及び北部出張所の移転建て替えに係る経費として６億７３１万０００円を計

上したところでございます。

内容につきまして少し御説明を申し上げます。設計業務委託料が４２０万０００

円でございます。これは建築工事監理業務の委託料です。続いて、北部出張所の建て替

え工事で、用地造成工事が０００万円、建築工事が３億３２３万０００円で、工

事請負費の合計ですが３億３２３万０００円の計上でございます。続いて、本署の

建設負担金ということです。福崎のほうで本署を建設をいたしますが、この経費の負担

金が２億３５８万０００円でございます。福崎町への負担金でございます。これら

の事業に充当する財源なんですが、緊急防災・減災対策事業債、それから福崎町、市川

町から頂きます負担金でございます。

２目の非常備消防費です。９４９万０００円で、消防団員退職報償金６８３万

０００円、次ページの掛金ですが２４８万円などの消防団関係の経費を計上してま

す。

３目の消防施設費です。２７９万０００円です。次のページになります。防火水

槽の設置工事費として２６５万０００円を計上をしております。予定の場所は福本

区内ということでございます。

４目の災害対策費です。９４３万０００円です。防災行政無線システム等の保守

業務委託料５７２万０００円などの計上をしております。

次のページ、９１ページをお願いをいたします。１項消防費の合計ですが、１０億

３７６万０００円で、対前年度比は５億０５０万０００円の大幅な増額計上とな

ってございます。

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費は１１８万０００円の計上です。

続いて、２目の事務局費は１８４万０００円でございます。９３ページをお願い

をいたします。神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金でございますが、４４１万

円を計上をいたしております。対象者につきましては１４７人を見込んでございます。

１項の教育総務費の合計でございますが、３０２万０００円で、対前年度比は４

１３万０００円の増額計上となりました。
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続いて、次のページをお願いをいたします。２項小学校費、１目小学校管理費です。

１億５９５万０００円で、管理運営に係る経常経費を計上してございます。９６ペ

ージをお願いをいたします。９６ページにパソコンのリース料として２４９万００

０円を計上をしてございます。これにつきましては、ＧＩＧＡスクール構想によるタブ

レットの更新経費を上げているものでございます。

次のページをお願いします。２目の小学校教育振興費です。３４３万円です。自然

学校や環境体験活動、外国語教育の推進、そして就学援助費などに係る経費を計上をい

たしてございます。

２項小学校費の合計でございますが、１億９３８万０００円で、対前年度比とし

て３５４万０００円の減額計上でございます。

９８ページをお願いをいたします。３項中学校費、１目中学校管理費は５５０万

０００円です。神河中学校の学校運営及び施設管理に係る経費を計上をいたしてござい

ます。１００ページをお願いをします。小学校費同様にパソコンのリース料を計上して

ます。１３９万０００円です。これについても、ＧＩＧＡスクール構想によるタブ

レット等の更新経費になります。

２目の中学校教育振興費は１３８万０００円です。次のページをお願いをいたし

ます。トライやる・ウイーク事業の委託料ですが６０万円、外国語指導助手派遣業務委

託料は４８４万０００円などの経費を計上をいたしてございます。

３項の中学校費の合計でございますが、６８９万円で、対前年度比として６５９

万円の増額計上となってございます。

続いて、４項の幼稚園費は１億３０９万０００円で、対前年度比は３１２万０

００円の減額でございます。これについても運営管理などの経常的な経費を計上したと

ころでございます。

１０３ページをお願いをいたします。５項社会教育費、１目社会教育総務費は１億

３３６万０００円です。人権啓発・学習事業、放課後子ども教室と学童保育、二十歳

のつどいでありますとか、文化財の保存事業とか、町史の編さん作業に係るそういった

経費を計上をいたしてございます。

１０６ページをお願いをいたします。２目公民館費です。３２８万０００円です。

神崎中央公民館の施設の維持管理費、シニアカレッジ、公民館教室、ふるさと文化財、

美術展、一般公演に係る経費を計上をいたしてございます。１０８ページをお願いをい

たします。１０８ページの中に委託料になりますが、社会教育施設改修……。すいませ

ん、工事請負費ですね。社会教育施設改修工事請負費として５３３万０００円でご

ざいます。これは庁舎と併せまして、中央公民館も防水修繕工事を計画をしている経費

でございます。

３目の社会教育施設運営費ですが、１億２１８万円で、対前年度比は１億４６６万

０００円の大幅な増額となってます。増額の要因は、図書コミュニティ公園の管理運
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営費を計上したからでございます。次のページをお願いをいたします。図書コミュニテ

ィ公園に係る主な経費は光熱水費の増額計上と、１１０ページになりますが、図書の購

入経費として４１０万０００円、それから施設の附帯備品として２３３万０００

円などを計上をしたところでございます。

５項の社会教育費の合計でございますが、３億８８３万０００円で、対前年度比

は１億６５４万０００円の増額計上でございます。

１１１ページをお願いをいたします。６項保健体育費、１目保健体育総務費ですが、

７４５万０００円です。スポーツ大会の委託料として１５９万円、それから町のスポ

ーツ協会の補助金として１２３万０００円などの計上をいたしてございます。

２目体育施設管理費ですが、１億９０７万０００円でございます。次のページを

お願いします。町民温水プールのスイミングスクールの委託料なんですが、８８９万

円を計上をいたしてございます。それから、委託料の中に設計業務委託料として６１

６万０００円というのがございます。これについては、神崎公民館と体育センターの

解体撤去の実施設計の業務を計上をしたところでございます。次のページをお願いをい

たします。体育施設改修工事請負費として４４３万０００円を計上してます。これは

町民体育館のトイレの改修工事を予定をしているところでございます。

３目の学校給食費です。１億８０８万０００円です。１１５ページを御覧いただ

きたいと思います。学校給食費等補助金として５０３万０００円でございます。昨

年度に引き続きまして、国の重点支援交付金を活用しまして、物価高騰によります小・

中学校及び幼稚園の保護者の負担軽減を図るため、学校給食費の半額支援をいたしたい

というふうに計上をしたところでございます。

６項の保健体育費の合計なんですが、３億４６０万０００円で、対前年度比は

９５２万０００円の増額でございます。

次のページ、１１６ページをお願いをいたします。１０款の公債費、１項公債費、１

目元金でございます。１２億６６３万０００円で、対前年度比では１８９万０

００円の増額の計上となっています。

２目の利子ですが、２７３万０００円、対前年度比では４９２万０００円の増

額でございます。地方債の利子が０７３万０００円、一時借入金の利子が２００万

円の計上でございます。

最後の１２款の予備費です。これについては０００万円を計上をさせていただいた

ところです。

続いて、１１７ページには、債務負担行為の支出予定額に関する調書をつけてござい

ます。

それから、１１８ページは、地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。令

和７年度末の見込みなんですが、１１８億０６０万０００円となってございます。

それから、１１９ページから１２５ページまでは、給与費の明細書を添付してござい
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ます。

１２６ページは、別添資料として地方債の内訳をつけさせていただいてございます。

また御覧をいただきたいというふうに思います。

これで予算のほうの説明は終わらせていただいて、少しタブレットの予算説明資料に

つきまして、簡単に御紹介ということで申し上げたいと思います。

まず、タブレットの中で２ページから１７ページは、予算の概要説明書をつけてござ

います。

そして、１８ページにつきましては、会計別の当初予算額の状況で、前年度比較をし

たものをつけてございます。

それから、１９ページから２３ページですが、歳入歳出予算の状況につきまして、前

年度対比したものを記載をしてございます。

２４ページは、住民１人当たりの歳入歳出額の内訳をつけてございます。

そして、２５ページなんですが、予算の分析表として、経常収支比率をつけておりま

す。経常収支比率は９⒏３％と試算をしてございます。

２６ページは、普通会計の基金の状況をつけてございます。

それから、２７ページから２９ページは、町税の状況で、予算の積算内訳をつけてご

ざいます。

３０ページから３２ページは、地方譲与税、県税の各交付金、地方交付税等の概要に

つきましての説明をつけてます。

３３ページから４９ページは、歳入予算の国県支出金の説明一覧表をつけてます。

５０ページから１１２ページは、歳出予算目的事業別対比及び財源内訳で、事務事業

ごとの説明や財源の内訳書になります。新規事業につきましては、事業の頭に（新）と

記してございます。少し作成のルール化として、新規に行う事業と併せまして前年度計

上がなかったものも新という形を取ってますので、御留意いただきたいと思います。

それから、１１３ページから１１４ページは、引上げ分の地方消費税交付金の充当一

覧をつけてます。

そして、１１５ページから１１７ページは、財産に関する調書、そして、最後になり

ますが、１１８ページから１２１ページは、区要望事業ですね、そういった取りまとめ

た表をつけてございます。

御審議の御参考にしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いをい

たします。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いをいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明が終わりました。

ここで、町長の所信表明について訂正の申出がありましたので、発言を許可します。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 失礼いたします。
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先ほどの私の所信表明におきまして、２か所間違いがありましたので、訂正しおわび

申し上げます。

１点目が、説明資料の７ページの神河町の町史編さんでございます。令和６年３月に

第１巻の発刊というふうに記載がされておりまして、私もそのように申し上げたのです

が、正しくは令和７年の３月に第１巻を発刊いたしますので、訂正のほどよろしくお願

いいたします。

２点目が、令和７年度当初予算、２１款諸収入の説明のところでありまして、対前年

度比４億６６７万０００円の増額と説明をしたのですが、正しくは４億４６７万

０００円の増額でございます。訂正しおわび申し上げ、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、町長の所信表明と第３４号議案の提案説明は終わりま

した。

次に、第３５号議案、令和７年度神河町ケアステーション事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和７年度神河町ケアステーション事業特別会計予算でございます。

本予算は、神崎郡３町で共同運営している介護療育支援事業と病児・病後児保育事業

及び在宅医療介護連携支援事業を一本化した会計予算でございます。

予算内容は、歳入では、市川町及び福崎町からの事業負担金、神河町一般会計からの

繰入金、神崎郡医師会からの受託及び事業収入、利用者負担金等を計上いたします。

歳出では、相談支援業務を体制強化するため、令和７年度から正職員の社会福祉士を

１名増員し、正職員６名分と会計年度任用職員６名分の人件費と事業運営経費及び施設

維持管理費などの経常経費を計上し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ７０

４万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

藤原健康福祉課長。

○健康福祉課長（藤原 栄太君） 健康福祉課、藤原でございます。第３５号議案の詳細

について御説明を申し上げます。

事項別明細書で説明させていただきますので、６ページをお願いいたします。

歳入です。第１款負担金は、市川町、福崎町２町の負担金で、介護療育支援事業負担

金は６７６万０００円、病児・病後児保育事業負担金は４０４万０００円で、計
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０８０万０００円です。

第２款民生費県補助金は、科目設定の０００円です。

第３款一般会計繰入金は神河町の負担分で、介護療育が４３９万０００円、病児

・病後児が７７２万０００円、在宅医療介護連携支援センター事業が４９万０００

円で、計２６１万０００円です。

第４款繰越金は、前年度介護療育支援事業繰越金として５００万０００円を見込ん

でおります。

第５款第１項１目障害児通園事業収入４５０万円は、利用児童数を年間延べ３５

４人と見込んでおります。

２目障害児相談支援事業収入は、１１０人のサービス利用計画の作成等で３５３万

０００円としております。

７ページをお願いいたします。第２項受託事業収入は、介護保険の介護予防事業の受

託分で２７万０００円、在宅医療介護連携支援センター事業の受託分で９００万円、

合計９２７万０００円でございます。

第３項利用者負担金は、障害児通園事業の利用者１割負担分で９４万０００円です。

３歳から５歳の負担はありません。病児・病後児保育施設利用者負担金は７０人を想定

しており、１４万円を見込んでおります。

第４項雑入につきましては、町有自動車損害保険受入金、行事参加費で２２万円を計

上しております。

次に、歳出、８ページを御覧ください。第１款１項１目介護療育支援事業運営費で、

正規職員５名、会計年度職員４名の人件費、報酬、給料、職員手当、共済費、会計年度

任用職員費用弁償で計３０５万０００円を計上しております。７節報償費で、講師

謝礼で１０万円、８節職員普通旅費で６０万０００円、１０節需用費は、消耗品で１

２５万円、燃料費７８万円、光熱水費１７０万円など合わせまして４４８万０００円

を計上しております。９ページをお願いします。１１節役務費、通話料２２万円、自動

車保険料２１万０００円などで、計８５万０００円です。１２節委託料、清掃維持

管理委託料５９万０００円、エレベーター保守点検委託料４５万円などで、１３６万

０００円。１３節使用料及び賃借料は、土地借り上げ料２５万円などで５２万００

０円。１７節備品購入費は、パソコン、プール、ボート等の３６万円を計上しておりま

す。１８節、研修会参加負担金３万円、児童送迎運転員負担金３６３万円。２６節、自

動車重量税で５万円。介護療育支援事業運営費で合計５０５万０００円を計上して

おります。

２目病児病後児保育運営費で、会計年度任用職員、看護師１名、保育士１名の計２名

の人件費として０３２万０００円を計上しております。８節旅費で１４万０００

円、１１節、通話料５万０００円。１２節委託料は、保育当日に神崎総合病院小児科

医師に児童の状態を確認してもらったり、救急対応が必要な場合の委託料としまして１
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３７万０００円など、計１３８万０００円を計上しております。病児病後児保育運

営費、合計で１９０万０００円を計上しております。

１０ページをお願いいたします。３目在宅医療・介護連携支援事業運営費で、介護福

祉士１名の人件費として９０４万０００円を計上しております。７節報償費で、講師

謝礼１５万円。８節旅費で５万円。１２節委託料、手話通訳委託料等で１５万円。１８

節、研修会参加負担金で１０万円。在宅医療・介護連携支援事業運営費、合計で９４９

万０００円を計上しております。

第２款１項１目利子は、一時借入金利子として科目設定０００円。

第３款１項１目予備費として５８万０００円を計上しております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、第３５号議案の提案説明は終わりました。

ここで昼食のため暫時休憩します。再開を１３時ちょうどとします。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。

午前中、１０時４０分に会議を再開した際に、私が第３４号議案を令和７年度一般会

計補正予算と発言したようでございます。正しくは令和７年度神河町一般会計予算であ

ります。ここに訂正しおわびを申し上げます。

それでは日程に戻ります。

第３６号議案、令和７年度神河町国民健康保険事業特別会計予算について、提出者の

説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和７年度神河町国民健康保険事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、国民健康保険税１億４７６万円、県支出金

９億３２５万円、繰入金１億７４３万０００円などを計上しております。

歳出では、総務費７９３万０００円、保険給付費９億６１５万０００円、国

民健康保険事業費納付金２億２７２万０００円、保険事業費３４２万０００円

などを計上しております。

これらによりまして、歳入歳出合計額は１２億７０３万０００円、前年度比⒋５

％減となっております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。
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○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

長井住民生活課長。

○住民生活課長（長井 千晴君） 住民生活課、長井でございます。それでは、第３６号

議案の詳細説明を申し上げます。

令和７年度の予算につきましては、１点目として、県下統一の標準保険税率に達する

ように段階的に税率を引き上げていく、２点目として、それによる被保険者の急激な負

担増とならないよう、財政調整基金を取り崩しながら運営を行っていく。この２点を基

本事項として予算編成を行っております。

本年２月に開催しました国民健康保険運営協議会に諮問し、答申を受けた令和７年度

国民健康保険税税率で保険税収を積算し、歳出に対して歳入が不足する分につきまして

は、令和６年度予算同様、財政調整基金繰入金を充てることとしております。

町長の提案説明にもありましたように、令和７年度の国民健康保険特別会計の予算は、

歳入歳出１２億７０３万０００円で、前年度比は⒋５％の減、金額で約９００万

円の減となりますが、減額分の主な内容は、保険給付費、いわゆる医療費の支払い分で

あり、これは昨年同様、被保険者数の減少が影響しております。

それでは、予算事項別明細書で説明をさせていただきますので、８ページを御覧くだ

さい。

歳入になります。１款国民健康保険税は、１目一般被保険者分が現年課税分と滞納繰

越分を合わせて１億４７６万円。

続きまして、２款１項１目徴税手数料は５万０００円で、保険税の督促手数料です。

３款１項１目災害臨時特例補助金については、大規模災害が発生した特定被災区域か

ら転入された被保険者等の保険税減免、医療給付の一部負担金の減免措置で、科目設定

となります。

４款１項１目保険給付費等交付金ですが、普通交付金については、町が保険給付に要

する費用から精神結核医療賦課金等を除いたものが全額交付となり、９億４９６万

０００円、特別交付金については、町で実施する特定健診等の実施率や医療費適正化を

目的とした保健事業の経費に対して補助が得られるものになります。額については、県

から通知のあった額となり８２８万０００円を計上しております。特別交付金の算

定には、医療費の状況や特定健診受診率、保険税徴収率等がインセンティブとなります。

４款２項１目財政安定化基金交付金については、町が国民健康保険事業費納付金を納

めるに当たり、国保税徴収に不足が生じた場合等に県から貸付けを受けるものであり、

科目設定をしております。

５款１項１目利子及び配当金は、財政調整基金の利子分で１７万０００円です。

次に、９ページをお願いします。６款１項１目一般会計繰入金は８８７万０００

円で、内訳は、保険基盤安定繰入金が６０２万０００円、内訳は説明欄に記載のと

おり、保険税軽減分６８９万０００円と保険者支援分９１３万０００円です。
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保険税軽減分は、法定軽減による保険税減額分を一般会計から補填するものとなります。

負担は、県が４分の３、町が４分の１負担となります。また、保険者支援分については、

保険税現年度分の１人当たりの調定額に法定軽減の該当者数を乗じた額を一般会計から

繰り入れるもので、負担は国４分の２、県４分の１、町４分の１負担となります。保険

基盤安定繰入金は、過去３か年の実績により算出しております。職員給与費等繰入金は

０２９万０００円。出産育児一時金分は算出額の３分の２相当の２００万円。財政

安定化支援事業分は県が算出した６６４万０００円。地方単独福祉医療費助成事業繰

入金は３３９万０００円を計上しております。これは、地方単独の福祉医療制度がな

ければ、医療費全体がある程度抑制されるという国の考え方で、一定ルールに基づいた

計算により算出した医療費増額分の６８％を国が負担、残りの３２％を県と市町で２分

の１ずつ負担することとなっており、一般会計から国保会計に繰り入れるものです。未

就学児均等割保険税繰入金４６万０００円、産前産後保険税繰入金は５万円で、いず

れも子育て世代への経済的負担軽減の観点から軽減措置をされるもので、軽減分の４分

の２が国、４分の１が県、４分の１が町の負担で、一般会計から繰り入れます。

６款２項１目財政調整基金繰入金８５６万０００円、国保税県支出金等の歳入を

歳出が上回るため、その不足分を財政調整基金より繰り入れるものです。

７款１項１目繰越金は、令和６年度からの繰越金で、科目設定となります。

８款１項１目延滞金は、国民健康保険税の延滞金で、令和６年度の実績から１３５万

０００円です。

２項１目第三者納付金は、被保険者の交通事故等の医療費を国保会計で立て替えた場

合の返還金として、科目設定しております。

次に、１０ページをお願いします。２目返納金は、無資格者の不当利得返納分として

科目設定、３目雑入は科目設定です。

以上、歳入合計は１２億７０３万０００円であります。

次に、１１ページをお願いします。歳出になります。まず、１款１項１目一般管理費

ですが、一般職員２名分の人件費や保険給付事務に必要な経費７０９万０００円を

計上しております。

１２ページをお願いします。１款２項１目賦課徴収費は、税の賦課徴収に必要な経費

７６万０００円となります。

３項１目運営協議会費は、国保運営協議会の必要経費７万０００円を計上しており

ます。

次に、２款保険給付費ですが、県が提示した金額を計上しております。保険給付に係

る費用は、県からの交付金で賄うことになっており、県は町の医療費水準や医療費の動

向から提示額を算定しております。

１項１目一般被保険者療養給付費７億０７１万０００円。２目一般被保険者療養

費４２５万０００円。３目審査支払手数料２２２万円、その内訳は説明欄に記載のと
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おりとなっております。

次に、１３ページをお願いします。２款２項１目一般被保険者高額療養費１億３３

６万０００円。２目一般被保険者高額介護合算療養費２０万円。

３項１目一般被保険者移送費については５万円となります。

４項１目出産育児一時金直接支払業務手数料０００円と出産育児一時金５０万円掛

ける６名分で３００万円の計上です。

５項１目葬祭給付費については１２０万円で、５万円掛ける２４件分と積算しており

ます。

６項１目精神結核医療賦課金については、自立支援医療に係る外来医療の個人負担１

０％分と、結核医療に係る個人負担５％分を国民健康保険から助成するもので、過去４

年間の精神結核医療賦課金の実績に応じた額とし、１１４万０００円。

次に、１４ページをお願いします。２款７項１目傷病手当金は、科目設定です。国保

被保険者が新型コロナウイルス感染症に令和５年５月７日までに感染され、これはコロ

ナの扱いが２類から５類に変わるまでの期間ということになりますが、その期間、就労

ができなかった場合の傷病手当金で、申請の時効までの科目設定とするものです。

続いて、３款国民健康保険事業費納付金は、県において算出されておりますが、医療

給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分とに分けられています。

１項医療費給付分は２億３２３万円。２項後期高齢者支援金等分は８７４万００

０円。３項介護納付金分は０７４万０００円。

続いて、４款１項１目特定健康診査等事業費は５８０万０００円で、４０歳以上７

５歳未満の被保険者を対象に、メタボリックシンドロームの予防・改善を主眼とした特

定健診、特定保健指導に要する費用となります。

次に、１５ページをお願いします。４款２項１目保健事業趣旨普及費７６２万００

０円は、人間ドックや脳検査費用等の経費並びに特定健診未受診者対策事業の経費とな

ります。

５款１項１目財政調整基金積立金は１７万０００円。

６款１項１目国民健康保険税還付金は２００万円。

２目県支出金返納金として９００万０００円。特定健康診査等負担金返還金は科目

設定、保険給付費等交付金償還金は第三者納付分を含んで９００万円となります。

３目国庫支出金返納金は科目設定です。

次に、１６ページをお願いします。６款２項１目一般会計繰出金は６１万０００円。

特定健診、特定保健指導の実施に係る経費に充てるための繰出金です。健康福祉課で実

施する健康相談事業、健康づくりポイント事業等が県特別調整交付金の交付対象として

交付金措置されます。

７款予備費につきましては、５００万円を計上しております。

以上、歳出合計は１２億７０３万０００円であります。
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１７ページ以降には、給与費明細を添付しております。

以上、令和７年度神河町国民健康保険事業特別会計予算の詳細説明とさせていただき

ます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、第３６号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３７号議案、令和７年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和７年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、後期高齢者医療保険料１億８４５万００

０円、繰入金５２１万０００円などを計上しております。

歳出では、総務費６５４万０００円、後期高齢者医療広域連合納付金２億７１２

万０００円などを計上しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２億３８３万円と

するもので、前年度対比⒉９％の増額でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

長井住民生活課長。

○住民生活課長（長井 千晴君） 住民生活課、長井でございます。それでは、第３７号

議案の詳細説明を申し上げます。

予算事項別明細書７ページを御覧ください。

歳入になります。１款後期高齢者医療保険料は、特別徴収分が１億３８９万００

０円、普通徴収分が４５６万０００円で、保険料の合計は１億８４５万０００

円です。収納率は、特別徴収が１００％、普通徴収が令和５年度実績より９⒐４％。収

納の割合は、特別徴収が７⒊５％、普通徴収が２⒍５％で積算しております。

次に、２款使用料及び手数料は、科目設定となります。

３款繰入金は、一般会計からの繰入金で、人件費と事務費で６５４万０００円、保

険基盤安定繰入金は、広域連合から提示の８６６万０００円です。

４款１項１目延滞金は、科目設定です。

同じく、２項１目雑入も、科目設定となります。

同じく、３項１目保険料還付金は、令和５年度実績から１５万円、２目還付加算金は

１万円を計上しております。

５款繰越金は、前年度繰越金として科目設定しております。
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以上、歳入合計が２億３８３万円です。

続いて、歳出、８ページを御覧ください。１款１項１目一般管理費では、職員１名の

人件費と事務経費で６５４万０００円です。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合からの提示額でありまして、内訳は

説明欄の保険料等負担金１億８４５万０００円、保険基盤安定制度負担金８６６

万０００円、合計２億７１２万０００円であります。

３款１項１目保険料還付金は、令和５年度実績から１５万円、同じく２目還付加算金

は１万円を計上しております。

以上、歳出合計が２億３８３万円です。

９ページ以降には、給与費明細を添付しております。

以上、令和７年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算の詳細説明とさせていただ

きます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、第３７号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３８号議案、令和７年度神河町介護保険事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３８号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和７年度神河町介護保険事業特別会計予算でございます。

歳入では、介護保険料２億３４６万円、分担金及び負担金０８２万０００円、

国庫支出金３億２０８万０００円、支払基金交付金３億８６１万０００円、県

支出金２億６９１万０００円、繰入金２億３７２万０００円などを計上してお

ります。

歳出では、事務費に係る総務費は９２２万０００円、介護サービス等に係る保険

給付費は１３億８０２万０００円、地域支援事業費は３４５万０００円などを

計上しております。

これらにより、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１５億１８１万０００

円とするもので、対前年度比⒉１％の減額でございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

藤原健康福祉課長。

○健康福祉課長（藤原 栄太君） 健康福祉課、藤原でございます。第３８号議案の詳細

について御説明を申し上げます。

介護保険制度は、高齢者が介護を必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし
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続けられることを目指すとともに、いつまでも自立した生活が送れるよう、社会全体で

支え合う制度でございます。

本会計の大半を占める介護サービス給付費の基本的な財源内訳は、介護保険料として

６５歳以上の第１号被保険者の負担割合が２３％、４０歳から６４歳までの第２号被保

険者の負担割合が２７％で、合計５０％となります。残りの５０％は公費で賄われ、公

費の負担割合は、在宅サービスの場合は、国が２５％、県が１⒉５％、町が１⒉５％で

す。施設サービスの場合は、国が２０％、県が１⒎５％、町が１⒉５％となります。

神河町の介護保険料につきましては、令和６年度から令和８年度までの３か年の基準

保険料は、月額２００円で予算を組んでおります。

それでは７ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為でございます。介護保

険事業計画策定支援委託料、期間は７年度から８年度までで、限度額５２８万円でござ

います。

続きまして、予算事項別明細書で説明をさせていただきますので、１１ページをお願

いいたします。

まず、歳入でございます。１款１項１目第１号被保険者介護保険料２億３４６万円

については、６５歳以上の年間被保険者数０４２名分の保険料と、滞納繰越分の合計

で、前年度当初予算額に対し３万０００円の減額であります。

２款分担金及び負担金０８２万０００円は、神崎郡介護認定審査会負担金で、内

訳は、市川町が３７１万０００円、福崎町が７１１万０００円の負担金でござ

います。

３款使用料及び手数料２万円は、督促手数料でございます。

４款１項１目介護給付費負担金２億９７２万０００円は、居宅サービス費用と審

査支払い手数料の合計に対する２０％分と、施設サービス費用に対する１５％分の合計

であります。

２項１目調整交付金は、本町は高齢化が高く、やや所得水準が低いことから、令和７

年度サービス給付費は⒍７８％で計算し、４８２万０００円を計上。また、総合事

業調整交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業に対する交付金で１２７万０００

円、合計６１０万円を計上しております。

２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、補助基準

額の２０％、８２６万円を計上しております。

３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）については、補助

基準額の３⒏５％、４２１万０００円を計上しております。

１２ページをお願いいたします。４目保険者機能強化推進交付金については、自立支

援、重度化防止に向けた取組に対し交付されるもので、それぞれ評価指標の達成状況に

応じ交付されるもので、１２４万０００円を計上しております。

５目保険者努力支援交付金については、介護予防、健康づくり等に対する取組を重点
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的に評価することにより交付されるもので、２５３万０００円を計上しています。

６目介護保険災害等臨時特例補助金は、災害等により保険料減免を行ったときの保険

料補填で、科目設定として０００円を計上しております。

５款１項１目介護給付費交付金３億７４６万０００円は、介護給付費等審査支払

手数料の合計額の２７％を計上しております。

２目地域支援事業交付金１１５万円は、介護予防・日常生活支援総合事業の補助基

準額の２７％を計上しています。

６款１項県負担金２億４６３万０００円は、介護サービス給付費のうち、居宅サー

ビス費用と審査支払手数料の合計額の１⒉５％と施設サービス費用額の１⒎５％分を計

上しております。

２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、補助

基準額に対する補助率に１⒉５％、５１６万０００円を計上しています。

２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）については、補助

基準額に対する補助率１⒐２５％、７１０万０００円を計上しています。

３目訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金１万円は、暴力行為

等安全確保のために、２人での訪問が認められた場合の２人訪問加算の補助金でござい

ます。

１３ページをお願いいたします。７款財産収入３万０００円は、介護給付費準備基

金の預金利子でございます。

８款１項１目介護給付費繰入金１億４７５万０００円は、介護給付費と審査支払

手数料合わせた１３億８０２万０００円の保険者負担率１⒉５％を計上しています。

２目一般会計繰入金、１節職員給与費等繰入金については、資格管理等に係る職員の

給与費等の繰入金７０９万０００円を計上、２節事務費繰入金については、郡介護

認定審査会に係る神河町負担分２７２万０００円と、その他事務費に係る繰入金８

４２万０００円を合わせた１１４万０００円を計上しております。３節地域支援

事業補助金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、補助基準額に対する負担

率１⒉５％、５１６万０００円を計上。４節地域支援事業交付金（介護予防・日常生

活支援総合事業以外）については、補助基準額に対する負担率１⒐２５％、７１０万

０００円を計上。５節現年度介護保険料軽減負担金繰入金として、国庫負担分５５８万

０００円、県負担分２７９万０００円、町負担分２７９万０００円を合わせた

１１７万０００円を計上しています。対象者の人数は１４８人を想定しております。

８款２項１目介護基金繰入金７２７万０００円については、介護保険料の上昇を抑

えるため、準備基金を取り崩すものです。

９款繰越金８９万０００円は、介護認定審査会に係るもので、令和６年度決算によ

る繰越見込みを計上しております。

１４ページをお願いします。１０款１項１目第１節、第１号被保険者延滞金及び２目
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過料については、０００円ずつの科目設定としています。

１０款２項１目第１節返納金は０００円の科目設定をしております。２節雑入とし

て、介護予防ケアプラン作成料５００万円は、地域包括支援センターが要支援１、２の

認定者に対し、介護予防支援、また第１号介護予防支援を行った場合、介護報酬として

町が受領するものでございます。次に、訪問調査受託事業収入は、遠隔地の市町からの

当町の特別養護老人ホーム入所者等への訪問調査費として０００円を計上しています。

また、成年後見制度申立て費用負担金として０００円の科目設定をしております。一

般介護予防教室参加負担金は、１人当たり５００円の参加費で４００人分、２０万円。

合計５２４万０００円を計上しております。

２項第三者納付金として０００円、科目設定しております。

１５ページをお願いします。歳出でございます。１款１項１目資格業務管理費５１

１万０００円は、資格業務等に携わる職員２名分の人件費と事務費を計上しています。

２目サービス業務管理費４２３万０００円は、介護保険サービス業務に携わる職

員２名分の人件費、認定調査を行う会計年度任用職員２名の人件費及び事務費等を計上

しております。

１６ページをお願いします。３目連合会負担金１０万０００円は、国保連合会会員

負担金等を計上しています。

２項１目賦課徴収費６７万０００円は、介護保険料の賦課徴収に係る経費で、郵便

料等事務費を計上しています。

１７ページをお願いします。３項１目介護認定審査会費４１７万円は、神崎郡３町

が共同で行っております介護認定審査会に係る経費で、審査会委員１５名の報酬、費用

弁償、保険料と審査会業務に携わる会計年度任用職員２名の人件費及びコンピューター

更新及び保守費用等を計上しております。郡認定審査会給与費繰出金については、認定

審査会に関わる一般事務職員の人件費と光熱費を合わせた４９９万０００円を一般会

計に繰り出ししております。

１８ページをお願いします。４項１目認定調査費等４０８万０００円は、被保険者

の認定調査に係る経費で、主治医の意見書料が主なものでございます。

５項１目運営協議会費８３万０００円は、介護保険事業運営協議会費と介護保険事

業計画策定支援委託料でございます。

２款１項１目介護サービス給付費等諸費について説明をいたします。当初予算額につ

いては、令和６年度決算見込みを基本に計上しております。予算額総額１３億６９２

万０００円、前年度当初予算比で⒉３６％の減で、居宅介護サービス給付費等で７億

９４８万０００円、施設介護サービス給付費で５億７４４万０００円を計上し

ています。

１９ページをお願いします。２項１目審査支払手数料１１０万円は、介護給付費支払

いに係る国保連合会への審査支払手数料であります。

－１１５－



３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費３６５万０００円のうち、１２

節委託料１４８万０００円については、短期集中通所型サービスＣ及び訪問型サービ

スＡの委託料です。１８節負担金、補助及び交付金の２１６万０００円は、要支援

１、２及びチェックリストによる事業対象者の方が利用される訪問介護相当サービス費

４９１万０００円、通所介護相当サービス費７１７万０００円などを計上してお

ります。

２目介護予防ケアマネジメント事業費１８０万円については、要支援１、２の方が利

用される訪問介護相当サービス、また通所介護相当サービス利用に係るケアプラン作成

料で、地域包括支援センター及び委託した居宅介護支援事業所に支払うものであります。

２０ページをお願いします。２項１目一般介護予防事業費６００万０００円につ

いては、介護予防事業で要介護状態等になるおそれの高い状態にあると認められる６５

歳以上の方を対象に、要介護になることを防ぐことを目的として実施する事業でござい

ます。内容としまして、地区巡回でのフレイル予防教室、こつこつ貯筋教室、元気づく

りサポーター養成講座と認知症予防教室、自主体操グループ支援事業、地域リハビリテ

ーション活動支援事業を行う経費と保健師１名分の人件費等、また高齢者の生きがい居

場所づくりとして活動されていますゆめ花館への活動補助金として２８万０００円と、

各地域で介護予防の効果のある自主体操の場をボランティアの皆さんにより取り組んで

いただいている地域介護予防活動支援金として５万円を計上しています。

３項１目包括的・継続的ケアマネジメント事業費４９２万０００円については、

地域包括支援センターの運営、福祉相談などや介護予防計画の作成、また介護予防ケア

マネジメント作成に係る事業でございまして、社会福祉士１名、ケアマネジャー１名の

人件費を計上しています。

２目認知症高齢者見守り事業費２５０万０００円については、タッチパネル健診を

継続して行い、軽度認知障害の疑いのある方に対し、ナースボランティアや音楽療法士

により、週１回２会場で予防教室、ほがらか教室を開催します。また、いきいき倶楽部

を月２回２会場と、月１回の認知症カフェを開催する経費として予算計上しております。

２２ページをお願いいたします。３目権利擁護事業費１６９万０００円は、認知症

などで判断能力が不十分な方の財産や権利を保護し支援する制度で、成年後見の申立て

を行える親族がいらっしゃらない場合、市町が行うこととなります。その経費と地域見

守り支え合いネットワーク会議開催に係る経費を計上しております。

４目住宅改修支援事業費１万円については、居宅介護支援の作成を依頼していない被

保険者が、住宅改修のみを行う場合、理由書作成１件につき０００円を支払うもので

ございます。

５目在宅医療・介護連携推進事業費３５３万円については、医療と介護を必要とする

高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること

ができるよう、在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けて関係者の連携を推進す
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ることを目的とした、神崎郡在宅医療介護連携支援センター委託料３００万円等を計上

しています。

６目生活支援体制整備事業費８００万円については、生活支援コーディネーターや協

議体を通じて、多様なサービス提供主体を構成員とした生活支援協議体において、必要

な生活支援、介護予防の創出や地域における支え合いの体制づくりを推進するため、地

域福祉に取り組んでいる町社会福祉協議会に委託をしております。

７目認知症初期集中支援推進事業費０６７万０００円については、認知症になっ

ても、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるこ

とができるよう、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを設

置し、早期診断早期対応に向けた支援体制を構築することを目的に実施し、保健師１名

の人件費などを計上しています。

２３ページをお願いします。８目地域ケア会議推進事業費５７万０００円について

は、在宅生活における様々な困り事等を拾い上げることが重要となります。その困り事

を地域ケア会議で医療・保健・福祉関係者が協議することにより、解決に導くための委

員謝金と公立神崎総合病院理学療法士・作業療法士の会議への出席に係る費用を計上し

ております。

３款４項１目審査支払手数料７万０００円については、介護予防・日常生活支援事

業に係る国民健康保険団体連合会への審査支払手数料でございます。

４款財政安定化基金拠出金は、県下の自治体の介護保険会計が赤字になったときに、

県に拠出した基金を基に貸付けを行うためのもので、現在は介護保険準備基金が一定額

積み立ててあるため、科目設定としております。

５款１項介護給付費準備基金積立金３万０００円については、令和６年度において

保有している準備基金に係る利息を基金に積み立てるものでございます。

６款１項諸支出金は、介護保険料の還付金と還付加算金で３０万円と国県負担金等償

還金０００円を計上しています。

２４ページをお願いします。２項繰出金は、払戻金等０００円を計上しています。

７款１項１目予備費７７万円については、内訳としまして、神崎郡介護認定審査会２

７万円分と介護保険料特別会計分５０万円を計上しています。

次のページ以降に給与費明細書を添付しています。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、第３８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３９号議案、令和７年度神河町土地開発事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。
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本議案は、令和７年度神河町土地開発事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、土地売払収入５７７万円、雑入４５０万円、

繰越金７５２万０００円。歳出では、土地開発会計に係る事務経費４７万０００

円、秋桜たうん分譲地管理経費５０万０００円、カクレ畑多自然居住推進事業費７

９３万０００円などを計上しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ７７９万０００

円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、第３９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４０号議案、令和７年度神河町訪問看護事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和７年度神河町訪問看護事業特別会計予算でございます。

本会計は、かんざき訪問看護ステーションを運営する特別会計でございまして、神崎

郡、姫路市香寺町及び朝来市生野町を事業対象区域として、病気や障害のある方の自宅

を訪問して、看護や医療ケアを行い、安心して家庭医療が維持できるよう、サービス提

供することを目的とした会計であります。

歳入では、事業収入１億７８３万０００円、前年度繰越金４６９万０００円

を見込み、歳出では、人件費１７名分と訪問看護委託料、業務管理費用等で１億２０

３万０００円を計上いたしております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億３６９万円と

するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。事項別明

細書で説明をさせていただきますので、７ページをお願いいたします。

まず、歳入です。第１款事業収入の１節医療保険収入で、年間延べ約９００回を見

込み、８５９万０００円、２節介護保険収入では、訪問看護のサービス事業収入で、

年間延べ約１万５００回を見込み、３４５万０００円と、ケアプランを作成する居

宅介護支援事業収入として５７８万０００円を見込んでいます。

第２款１項１目民生費国庫補助金は、科目設定の０００円。
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第３款１項１目民生費県補助金も、科目設定の０００円。

第４款１項１目利子及び配当金は、財政調整基金利子の０００円でございます。

８ページをお願いいたします。第５款１項１目財政調整基金繰入金は、科目設定の

０００円。

第６款繰越金は、前年度繰越金として４６９万０００円を見込んでいます。

第７款１項１目受託事業収入は、介護予防受託収入として、介護予防のケアプラン作

成受託などで５４万円でございます。

第７款２項１目雑入は、町有自動車損害保険受入金などで６１万０００円でござい

ます。

次に、歳出です。９ページを御覧ください。第１款業務費で、正規職員１０名、会計

年度任用職員７名の人件費、報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費の会計年度任用職

員費用弁償、いわゆる通勤手当等で、合計１億４６３万０００円でございます。１

０ページをお願いいたします。１０節需用費で消耗品費１３０万円、燃料費１８０万円、

修繕料１２９万円など、合わせて４８７万０００円の計上。第１１節役務費、通話料

１４５万０００円などで２３３万０００円。１２節委託料、訪問看護委託料２５２

万０００円などで３７４万０００円。１１ページをお願いいたします。１３節使用

料及び賃借料、ユニフォームリース料１１１万０００円などで１７９万０００円。

１７節備品購入費、パソコンなどの一般備品購入費５０万円と公用車購入、軽自動車を

２台３００万円で３５０万円。１８節負担金、補助及び交付金、訪問看護研修会負担金

等で３６万０００円。２１節補償補填及び賠償金、町の賠償責任において支払う治療

費や補償費等示談金で５０万円。その他合わせまして、業務費合計で１億２０３万

０００円の計上でございます。

第２款１項１目利子３万円は、一時借入金の利子です。

１２ページをお願いいたします。第３款１項１目財政調整基金積立金は０００円と

しております。毎年度１００万円程度の基金積立てをしているのですけれども、令和７

年度は繰越金を除く単年度収支で費用が収入を上回る状況になりますので、収入、歳入

で受け入れる財政調整基金利子分の積立てのみといたします。

第４款１項１目病院事業会計繰出金は、病院事業会計へ建物の使用料として繰り出す

もので、２５０万円でございます。

第５款予備費で９１２万０００円でございます。

１３ページ以降は給与費明細書を添付させていただいております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、第４０号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４１号議案、令和７年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第４１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和７年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算でございます。

予算の主な内容につきましては、歳入では、使用料及び手数料６万０００円、繰入

金６３２万０００円などを計上しております。歳出では、施設管理業務等の委託料５

７５万０００円などを計上しております。

３年計画で整備を進めておりました造成仕上げ工事は令和６年度で終了し、令和７年

度は地元と協議の上、処分地に町花・町木を植栽し、併せて獣害柵を設置することとし

ております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６４１万０００円

とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、第４１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４２号議案、令和７年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４２号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和７年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、振興基金繰入金１７７万０００円、財産区

繰入金０００円、利子及び配当金１４５万０００円、歳出では、事務費に係る一般

管理費を３１万０００円、基金積立金を１４５万０００円、地域振興費で集落への

運営諸経費助成金を１４５万０００円。以上計上しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３２３万円とするも

のでございます。

なお、これらの内容につきましては、令和７年２月１０日開催の寺前地区振興基金審

議会において審議いただき、御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、第４２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４３号議案、令和７年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和７年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、振興基金繰入金３３２万円、利子及び配当金
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９万０００円、歳出では、事務費に係る一般管理費を３１万０００円、基金積立金

を９万０００円、地域振興費で長谷漁協への補助に伴う一般会計繰出金３００万円な

どを計上しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３４１万０００円

とするものでございます。

なお、これらの内容につきましては、令和７年２月１８日に長谷地区振興基金審議会

の書面決議により、御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、第４３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４４号議案、令和７年度神河町水道事業会計予算について、提出者の説明を

求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和７年度神河町水道事業会計予算でございます。

水道事業におきましては、生活に欠かすことのできない安全でおいしい水を安定して

お届けすることが、水道事業の最大の使命と考え、浄水場等設備の日常運転管理や水質

検査等の委託点検を行い、適正な維持管理に努めております。また、老朽化が進む管路

及び水道施設の更新工事をはじめ、耐震化に積極的に取り組んでいるところでございま

す。

財務状況につきましては、令和６年度末の累積利益剰余金を３億５０８万０００

円と見込んでおります。また、令和７年度の純利益は７３万０００円となる見込みで

ございます。

令和７年度事業につきましては、給水戸数５１４戸、年間総給水量１８１万５１

７立方メートルを予定しております。

第３条予算の収益的収入・支出は、ともに４億４６８万０００円を計上しており

ます。

第４条予算の資本的収入では、水道管路緊急改善事業及び水道施設再編推進事業に伴

う国庫補助金で５７５万円、企業債２億３６０万円で、合計３億２３５万円を計

上し、支出では５億６９７万０００円を予定しております。

工事内容は、水道管路緊急改善事業で耐用年数を超えた水道本管の老朽化更新工事の

ほか、水道施設再編推進事業で山田第２配水池の更新工事を予定しております。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億４６２万０００円につきまし

ては、過年度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。

企業債の限度額は、水道管路緊急改善事業で１億２３０万円、水道施設再編推進事

業で１億２７０万円、その他建設改良事業で８６０万円としております。
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一時借入金の限度額は１億円、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、

職員給与費を１７２万円、一般会計からの補助金は０５３万０００円を予定して

おります。

また、棚卸資産購入限度額は５００万円と定めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。第４４号議案、令和

７年度水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

まず初めに、水道行政は、令和６年度より厚生労働省から国土交通省及び環境省に移

管をされ、令和７年度から水道管路耐震化に係る国庫補助金にも変更が見られ、いま一

度、施設の耐震化、災害対応、水質管理についての認識を見詰め直す年になると思われ

ます。

また、水道事業を取り巻く経営環境は非常に厳しい状況にありますが、持続可能な水

道事業運営のため、人材の確保及び育成、技術継承に取り組むとともに、時代のニーズ

に合った業務の在り方や事業手法の検討、ＤＸや業務改善を進めることで、さらなる業

務の効率化を図り、将来にわたり安全で良質な水を安定して届ける取組を行っていきま

す。

それでは、予算について説明をさせていただきます。

予算実施計画説明書で説明をしますので、予算書２２ページをお願いいたします。

まず、収益的収入でございます。１款１項１目給水収益は、給水戸数５１４件で、

水道使用料は２億２０９万０００円を見込んでおります。昨年は５２２件で、使

用料２億１８６万０００円でしたので、昨年と比べ件数は減っていますが、使用料

は若干の増としております。中播消防北部出張所や粟賀小学校跡地の公園整備による増

を見込んでおります。

３目１節他会計負担金は、消火栓に係る使用料でございます。３３２基分の使用料

と新設・移設に係る費用として２６６万０００円を予定をしております。

次に、２項２目１節一般会計補助金は０５３万０００円としております。内訳は、

神河町事業会計予算説明資料の７ページの令和７年度神河町水道事業繰入金の状況で御

確認いただきたいと思いますが、交付税に係る繰出金算定基準により算出をしており、

高料金対策に係るものが０４５万０００円、企業債の元利償還補填としまして０

０８万０００円でございます。

次に、４目長期前受金戻入は、減価償却に伴う補助金、負担金、受贈財産の長期前受

金を収益化し、１５６万０００円を計上をしております。この金額は現金収入を伴
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わない収入となります。

次に、２３ページをお願いいたします。収益的支出でございます。営業費用の原水及

び浄水費は２８１万０００円で計上をしております。実績見込みによりまして減額

をしております。

次に、配水及び給水費は２８８万０００円で計上。これは水道管路に係る維持修

繕費用等でございます。令和７年度は、メーター交換の件数が４２４件から６７４件

と少なくなったこと、そのほか、実績によりまして減額の計上となっております。

２３ページ一番下の行から２５ページにかけては、総係費となってございます。職員

３名、会計年度任用職員２名の人件費を計上をしております。予算額は０２０万０

００円でございます。

８ページから１２ページにかけ、人件費に係る内訳資料をつけておりますので、御確

認をいただけたらと思います。

２５ページをお願いいたします。中段ほどに５目減価償却費を記載しております。今

年度の償却費合計は２億９３４万０００円でございます。詳細につきましては予算

説明資料の８ページで御確認をお願いいたします。有形固定資産分で２億８７１万

０００円、無形固定資産で６２万０００円でございます。

２６ページをお願いいたします。資本的収入でございます。資本的収入は３億２３

５万円で、前年度より１億３２５万円の増額となっております。債務負担行為で実施

をしております水道施設再編推進事業の山田第２配水池更新工事が最終年度でございま

すので、事業に係る収入が増となっております。管路の更新工事は補助事業の４本でご

ざいます。為信工区、重行工区、貝野・加納工区、寺前工区を計画をしております。

２７ページをお願いいたします。資本的支出でございます。資本的支出は５億６９

７万０００円。

１款１項１目事務費は、水道管路緊急改善事業等に伴う人件費として、職員１名分の

費用を計上をしております。

２目１節の委託料は５７９万０００円の計上で、水道管路緊急改善事業及び水道

施設再編推進事業に係る設計及び施工監理委託料でございます。２節工事請負費は、配

水池更新工事、排水管布設替え工事等で３億７７３万０００円を計上をしておりま

す。

３項１目の投資は、今年度も０００万円の計上をさせていただいております。今の

ところ、２年満期の公共債に当たります東日本高速道路関係のものを検討をしておりま

す。

そのほか、７ページにはキャッシュフロー計算書、１３ページには令和６年度の予定

損益計算書、１４ページ、１５ページには６年度の予定貸借対照表、１８ページ、１９

ページには令和７年度の貸借対照表、最終ページの２８ページには債務負担行為に関す

る調書を掲載をしております。
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また、別ファイルの神河町事業会計予算説明資料２ページから、水道事業予算説明資

料として、予算概要、固定資産明細書、それから業務の予定量、企業債の明細表をおつ

けしていますので、御確認をいただけたらと思います。

以上で令和７年度水道事業会計予算の詳細説明を終わらせていただきます。御審議よ

ろしくお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で、第４４号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４５号議案、令和７年度神河町下水道事業会計予算について、提出者の説明

を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和７年度神河町下水道事業会計予算でございます。

町内の水洗化率は９⒏８９％と高い数字となっており、住民の皆様に快適な生活環境

を提供するとともに、公共用水域の水質保全を図っております。

財務状況につきましては、令和６年度末の累積欠損金は７億９７７万０００円を

見込んでおり、順調に欠損金を減らしていける見込みでございます。令和７年度の純利

益は９１５万０００円を予定しており、来年度も計画どおり、累積欠損金を減らす

見込みでございます。

減価償却費を原資とした内部留保資金を運用し、資金不足に陥らないよう心がけて事

業運営を行ってまいります。

令和７年度事業につきましては、水洗便所設置戸数４９８戸、年間処理水量１１６

万０００立方メートルを見込んでおります。

第３条予算の収益的収入支出は、ともに６億１７０万０００円を予定しておりま

す。

４条予算の資本的収入は４億２９７万円、支出は７億９８万０００円を予定して

おり、工事内容は、大山処理区と神崎第１処理区の最終の管路接続工事と、本村処理区

と大川原処理区の管路接続工事を予定しております。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億８０１万０００円は、過年

度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。

下水道事業債の限度額は７１０万円、資本費平準化債の限度額を２億８００万円

としております。一時借入金の限度額は１億円、議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費、職員給与費を０６８万０００円、一般会計からの補助金は５２

１万０００円を予定しております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。
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○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。第４５号議案、令和

７年度下水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

当町の下水道事業は、全町にわたり生活排水処理施設がほぼ完成し、住民の皆様に快

適な生活環境を提供できております。

令和２年度から始まっております下水道処理施設の統廃合計画も、若干の遅れはある

ものの、確実に実施ができております。

また、浄化槽の更新事業につきましても、優先度の高いものから随時入替え工事を実

施し、公共用水域の水質保全を図るとともに、将来にわたり下水道事業を継続していく

ため、経営の健全化、安定化に努め、広域連携についても取り組んでいきたいと思って

おります。

それでは、予算実施計画説明書で説明しますので、２２ページをお願いいたします。

まず、収益的収入でございます。１款１項１目下水道使用料は、総件数２８３件で

２億９７７万０００円を計上をしております。令和６年度と比べますと約１０８万

円の減であり、６年度実績見込みにより減額としております。

次に、２目他会計負担金としまして２億５１６万０００円を予定をしております。

これは主に人件費及び減価償却費に充当をいたします。

２項２目他会計補助金では、一般会計補助金として５２１万０００円、これは企

業債利息償還補填及び浄化槽の管理事業に充当をいたします。

３目補助金は、個人設置型の浄化槽の設置に係る国庫補助でございます。４件で５４

万０００円を予定をしております。

４目長期前受金戻入は、減価償却費に係る分で、国庫補助金、県補助金、受益者負担

金、受贈財産評価額を合わせて１億１５９万０００円の予定でございます。この金

額は、現金収入を伴わない収入となります。

６目消費税及び地方消費税還付金は、下水道使用料で預かっている消費税と事業執行

で払っている消費税の差を還付金として４２３万０００円を見込み計上をしておりま

す。

続きまして、２３ページをお願いいたします。収益的支出でございます。１款１項１

目管渠費は６４５万０００円で、下水道管及び６９か所のマンホールポンプの維持

管理費用となっております。昨年度と比べ２４９万円の減額となっていますが、６年度

実績見込みにより減額としております。

２目処理場費は１億８８９万０００円で、１０か所の処理場の維持管理に係る費

用でございます。令和６年度と比べ約４４７万円の増としておりますが、６年度実績の

見込みにより電気料金の増と最終汚泥処分料の単価が上がりましたので増額となってご

ざいます。
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３目浄化槽費は０９２万０００円で、合併浄化槽の管理に係る費用で、全浄化槽

５２３基に係る費用でございます。

２４ページをお願いいたします。５節の補助金につきましては、個人設置の浄化槽に

係る補助金でございます。４基を予定しております。

次に、４目総係費は２４６万０００円で、職員３名分と再任用職員１名、会計年

度任用職員２名分の人件費と事務管理費等を計上しております。詳細につきましては、

８ページから１２ページにかけての給与費明細書で御確認ください。

２５ページをお願いいたします。行中段の５目減価償却費は３億４０２万０００

円で、詳細は神河町事業会計予算説明資料の１８ページに記載しておりますが、有形固

定資産分で３億３３９万０００円、無形固定資産分で６２万０００円となってお

ります。

次に、２項１目１節企業債利息は、償還が進み利子が減ってきており、７年度は６

７１万０００円でございます。

２６ページをお願いいたします。資本的収入でございます。資本的収入は４億２９

７万円で、対前年度比６９６万０００円の増で、要因は平準化債の増額と一般会計

からの出資金の増額によるものでございます。平準化債は、企業債の償還期限３０年と

建設改良で取得した資産の減価償却期間５０年に差が生じることにより世代間の利用者

負担に偏りが生じるため、その偏りを解消するための企業債で毎年借りられる額が変動

いたします。

２項１目の国庫補助金は、３つの補助事業を予定しております。まず、下水道の統廃

合事業に伴う管路接続工事を社会資本整備総合交付金事業で行います。補助金額は事業

費の２分の１でございます。次の農業集落排水事業農山漁村地域整備交付金は本村処理

区と大川原処理区の管路接続工事に係るもので、こちらも補助金額は事業費の２分の１

でございます。３つ目の循環型社会形成推進交付金は市町設置型の浄化槽の更新工事に

係る部分で、補助金額は交付対象事業費の３分の１となってございます。

３項１目の県補助金は、市町設置型の浄化槽更新工事に係る部分で、新・生活排水フ

ォローアップ事業として、対象事業費から国庫補助分を引いた額に⒈５％を掛けた額が

随伴補助となっております。

４項１目の他会計負担金は、一般会計からの出資金として５５８万０００円を計

上しております。

３条予算の収益的収入の他会計負担金２億５１６万０００円と、他会計補助金

５２１万０００円を合わせまして３億５９５万０００円の一般会計からの繰入れと

なっております。予算書第８条の他会計からの補助金には、この出資金と他会計負担金

を含まない補助金のみの金額が上がってございます。

次に、２７ページをお願いいたします。資本的支出でございます。１款資本的支出は

７億９８万０００円で、対前年度比７８６万０００円の減となっております。７
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年度は大山処理区への統合工事として７１０万円、本村処理区への大川原処理区管路

接続工事として３８０万円を計上。また、浄化槽の更新工事を１５基、７００万円

を計上。委託料で工事に係る設計、施工監理業務８５５万円を計上しております。

２項１目の企業債償還金は４億３００万０００円を計上。

３項１目の投資は、７年度も２年満期の有価証券の購入であれば投資ができると判断

をしましたので、０００万円の計上をさせていただいております。こちらも、今のと

ころ公共債に当たります東日本高速道路関係のものを検討しております。

そのほか、７ページにはキャッシュフロー計算書、１３ページには令和６年度の予定

損益計算書、１４ページ、１５ページには６年度の予定貸借対照表、１８、１９ページ

には令和７年度の貸借対照表を掲載しております。御確認をお願いいたします。

また、別ファイルの神河町事業会計予算説明資料１３ページから予算概要、水洗化率

集計表、固定資産明細書、企業債の明細表、一般会計からの繰入金の内訳書を添付をし

ておりますので、御確認をいただけたらと思います。

以上で令和７年度下水道事業会計予算の詳細説明を終わります。よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第４５号議案の提案説明は終わりました。

ここで暫時休憩いたします。再開を１４時４５分とします。

午後２時２６分休憩

午後２時４５分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。

休憩中に、先ほど説明がございました第３５号議案、令和７年度神河町ケアステーシ

ョン事業特別会計予算について、予算書の訂正の申出がございました。

説明をお願いいたします。

藤原健康福祉課長。

○健康福祉課長（藤原 栄太君） 健康福祉課、藤原でございます。第３５号議案、令和

７年度神河町ケアステーション事業特別会計予算で、一部訂正をお願いいたします。

１０ページをお願いいたします。一番下のところ、３款予備費でございます。予備費

の比較の計のところでございます。１３６万０００円のマイナスが正解でございます

が、計のほうが１０４万０００円になっております。申し訳ございません。マイナス

の１３６万０００円に訂正をお願いいたします。

もう１点、財源内訳のところでございますが、その他で１９５万０００円と記載し

ておりますが、こちらにつきましては５８万０００円が正解でございます。

大変申し訳ございません。訂正しおわび申し上げます。以上でございます。

○議長（澤田 俊一君） 以上のとおりです。御了承願います。

それでは、日程に戻ります。
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次に、第４６号議案、令和７年度公立神崎総合病院事業会計予算について、提出者の

説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和７年度公立神崎総合病院事業会計予算でございます。

令和７年度当初予算の説明に当たり、当院の置かれている状況や令和７年度の重点施

策等について、まず御説明申し上げます。

予算説明資料の２９ページを御覧ください。当院は昭和２１年に県立の診療所として

開設されて以来、幾多の変遷を経ながら地域医療の確保に努めてまいりました。また、

令和２年以降では、猛威を振るった新型コロナウイルス感染症において帰国者・接触者

外来設置医療機関、協力医療機関として県中播磨健康福祉事務所管内における感染症対

策の牽引役を担ってきており、その経験を踏まえて、住民の生命及び健康に重大な影響

を与えるおそれがある次の新興感染症についても、地域の中心的な役割を担えるよう平

時からの取組を継続しています。感染症対応に限らず、病院には住民の健康づくりと疾

患の治療といった住民の安全・安心に寄与するという使命があり、特に公立病院は地域

における基幹的な医療機関として不採算医療の提供等、地域医療の確保のため重要な役

割を果たすことが、地域に必要とされる病院の姿と考えています。

しかしながら、少子高齢化に伴う人口減少、物価・人件費高騰、働き手の不足など、

医療を取り巻く環境は目まぐるしく変化してきており、多くの公立病院において経営状

況の悪化や医師不足等のために医療提供体制の維持が極めて厳しく、とりわけ中山間地

域の中小病院は厳しい状況に置かれています。

当院においても、数年前から入院及び外来収益の落ち込みや給与費等の増嵩により財

務状況が悪化してきました。そのため健全経営化に向けた取組が急務であり、令和２年

度以降、経営改善の取組を本格化させてきました。

今日までの病院の取組としては、令和２年度に町長を本部長とする町病院経営改善対

策本部会議を、令和４年度には病院内に経営改革推進室を設置し、この間の取組により

明らかになった課題を中長期・短期課題として整理、議論し、取組可能な項目から随時

改善策を講じてきました。また、令和５年度には病院経営コンサルタント支援の下で当

院独自の経営改善計画と総務省が主導する経営強化プランを策定し、令和６年度は計画

を実行に移すアクションプランに基づき、愚直に取組を展開してきました。

次に、町の取組状況でございます。抜本的な改革を推進するために、令和４年度に役

場総務課内に町長直轄の病院改革推進室を、あわせて、町長の諮問機関として意見聴取

及び評価を行うことを目的に、外部専門家と住民代表によって構成する神河町病院改革

委員会を設置しました。

病院改革推進室は、令和６年度から副町長、財政特命参事、健康福祉課長等で構成す
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る病院改革推進室会議も直轄し、四半期ごとに経営改善の取組や進捗状況を点検評価す

るとともに、町政方針を踏まえつつ病院の持続運営を町としてバックアップするため、

病院と一体となって経営健全化に向けた取組に傾注しています。

また、神河町病院改革委員会からは、病院の経営課題に関して各委員より各分野の専

門的立場から御意見をいただき、約２年間に及ぶ議論を経て、令和７年１月に委員会答

申をいただきました。今後も引き続き御意見をいただきたいと考えています。

以上のように、経営改善の取組を推進し一定の成果は上がっているものの、大幅な収

益増には至っていない中、人件費や近年の社会情勢不安等に起因する物価高騰の影響に

よる経費増が今後も運営を大きく圧迫し続ける見込みです。このような状況ではありま

したが、今こそ住民の安全・安心への寄与と安定した経営の両立を目指して持続可能な

地域医療体制を確保するため、令和７年度は次の重点施策を進めてまいります。

まず、重点施策の１点目、経営改善の推進であります。

数年前から患者数は減少傾向が顕著になってきており、経営上、非常に厳しい状況に

あります。病院を維持運営していくために必要な患者数は、令和７年度当初予算の根拠

として、入院は１日当たり１１⒊２人、病床利用率８⒏８％、外来は４２⒎８人と設定

し、これを目標値として達成できるよう職員一人一人が考え、アクションプランの達成

に尽力してまいります。ただ、この目標を達成できたとしても、なお赤字が見込まれる

状況であるため、特に次の施策を念頭に医療提供を行い、患者数を確保し、収益アップ

に最大限努力します。

その取組の１つとして、住民（患者）ファーストの取組です。院内の意識改革、組織

改革において重要となるのが、住民が求めることにどのように応えていくかという視点

と考えます。そのためには、様々な形で寄せられる地域住民の声に真摯に耳を傾けると

ともに、新たに院外報の発行やＳＮＳを活用して病院の情報を広く発信してまいります。

そのことが地域に根差したオープンな組織と患者サービスの向上につながり、さらには

経営改善にも反映されていくものと確信しています。

２つ目に、断らない医療の徹底です。地域における公立病院の入り口の医療として何

より重要なのは、救急受入れと紹介受入れであります。この入り口を拡充させることが

経営改善の第一歩と位置づけ、救急搬送依頼も含めた緊急受診、地域の診療所からの紹

介、高度急性期病院からの紹介を確実に受けることにより、断らない医療を徹底してま

いります。とりわけ日中の時間帯における専門科を超えた横断的な受入れ拡充、開業医

からの紹介を即断で受け入れる体制を再構築します。

３つ目に、総合戦略室、これは仮称ですが、これを設置し、経営改善の取組を加速化

させます。令和４年度、病院内に設置した経営改革推進室（院内職員８名兼務）を総合

戦略室（仮称）に改名し、職員複数名を専属配置し、経営改善の取組を強固に推進する

体制を構築します。この総合戦略室は院長直轄で、医局、看護部、医療技術部、事務部

を横断的に調整し、山積する経営課題を一つ一つ解決するなど、先頭に立って経営改善
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の取組を推進する中心的な部署とします。

重点施策の２点目、診療体制の維持（医療従事者の確保）です。

現在、当院の常勤医師の平均年齢は、県養成医と神戸大学及び大阪医科薬科大学から

派遣いただいている計４名の医師を除くと５⒐８歳であり、確実に高年齢化しています。

看護師は４⒌１歳であります。中長期的に安定した医療の供給のためには、医師や看護

師等の医療従事者の確保は必須であります。特に中堅、若手の採用による組織の活性化

も意識しながら、神戸大学や大阪医科薬科大学及びはりま姫路総合医療センター等との

医療連携による医師派遣も念頭に置き、医療の提供に支障を来すことのないよう医療従

事者の確保に努めるとともに、あらゆる採用方法を取り入れながら幅広く採用活動を展

開してまいります。また、平成３０年４月に策定された兵庫県保健医療計画において播

磨姫路保健医療圏域における特定中核病院の指定を受け、令和２年４月から県養成医に

内科医（総合診療）として着任いただいていますので、令和７年度以降も引き続きの派

遣を県に要請してまいります。

重点施策の３点目は、医療接遇の向上です。

患者さんが病院を選ぶ際に重視される点は、病院や医師の評判、通いやすさに加え、

病院スタッフの対応の丁寧さや相談のしやすさがポイントとされています。患者さんに

病院を選んでいただくためには、医療接遇、患者さんに寄り添い信頼関係を築いて、患

者さんが安心して医療を受けられるよう適切な態度や言葉遣いをすること、これらの向

上が最も大切であることを念頭に置き、院内の所属長会議や職員研修を通じて、いま一

度職員全体で接遇の基本を見詰め直すよう取り組んでまいります。

以上、これらの重点施策を通じ、当院がこの地域になくてはならない病院として地域

住民から信頼される存在となるよう、職員一同、より一層努力してまいります。

最後に、令和７年度当初予算の状況の概要のみ御説明します。

３条予算では、収益的収入３４億８４６万０００円、収益的支出３７億９４７

万０００円でございまして、支出が収入を３億１００万０００円上回る予算計上

で、収支不均衡予算としています。

また、４条予算でも、資本的収入５億６７２万０００円、資本的支出６億０７

９万０００円でございまして、収支差が１億４０６万０００円ございます。３条、

４条予算とも支出が収入を上回る赤字収支でありますが、令和７年度における過年度損

益勘定留保資金はおよそ９億円程度あり、令和７年度末（令和８年３月３１日）時点の

現預金残高も９億円程度と見込まれることから、資金繰りや会計処理に問題が生じるも

のではございません。ただ、給与改定による人件費の大幅な増加や急激な物価高騰の影

響により経費が増大する一方で、町からの繰入金の減額もあり、当初から３億円を超え

る赤字予算となりました。さらに、令和６年度以降は資金の目減りが顕著であるため大

変憂慮すべき状況であると考えています。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

－１３０－



願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 暫時休憩します。

午後３時００分休憩

午後３時０５分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。

ここで、先ほどの町長の発言と説明資料の訂正の申出がございましたので許可します。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 失礼いたします。先ほどの病院会計の提案説明で誤りがありま

したので、２点ございます。訂正しておわびを申し上げます。

まず、１点目でありますが、予算説明資料の３０ページをお開きいただきまして、経

営改善の推進のところであります。

１つ目が、入院は１日当たり１１⒊２人、病床利用率８８％が資料で記載されてお

りますが、それを私の説明で間違って８⒏８％と申し上げました。正しくは資料のとお

り８８％でございます。よろしくお願いします。

そして、もう１点であります。説明で私がその後、外来は４２⒎８人と申し上げまし

たが、資料のほうは４２⒈０人となっておりますが、この資料が間違いでありまして、

正しくは私が説明しましたとおり４２⒎８人でございますので、修正のほど、よろしく

お願い申し上げます。申し訳ございませんでした。

○議長（澤田 俊一君） 以上のとおりでございます。御了承願います。

それでは、詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。病院事業

に係る詳細説明をさせていただきます。

まず、２ページを御覧ください。第２条で業務の予定量でございます。入院患者数を

４万３１８人、１日平均で１１⒊２人、外来患者数で１０万３８２人、１日平均４

２⒎８人として、本予算の積算根拠としております。令和３年度から３か年度の決算数

値は、１日平均入院患者数が１０３人、１日平均外来患者数が４０⒉６人でございまし

たので、積算根拠とする数値は少し高い数値ではありますけれども、厳しいながらも達

成可能な数値と考えており、また、業務改善を進めるに当たっての現実的な目標でござ

います。

第３条で収益的収入及び支出の予定額を定めています。収入で３４億８４６万０

００円、費用で３７億９４７万０００円でございまして、収支差が３億１００万

０００円の赤字予算で、収支不均衡としています。

次のページを御覧ください。第４条で資本的収入及び支出の予定額を定めています。

収入で５億６７２万０００円、支出で６億０７９万０００円でございまして、
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費用が収入より１億４０６万０００円多い状況でございます。町長からも申し上げ

ましたとおり、３条、４条予算とも支出が収入を上回る赤字収支でありますが、資金繰

りや会計処理に問題が生じるものではございません。

第５条では企業債の目的と限度額を定めています。

次のページ、４ページをお願いいたします。第６条では一時借入金の限度額を、第７

条では議会の議決を経なければ流用することができない経費額を、第８条では他会計か

らの補助金額を、第９条では棚卸資産の購入限度額を、第１０条では重要な資産の取得

を、それぞれ定めています。

それでは、順次、項目別に御説明を申し上げます。予算の実施計画説明書で説明をさ

せていただきますので、２７ページをお願いいたします。収益的収入及び支出の収入で

ございます。病院事業収益合計を３４億８４６万０００円としています。

１款病院事業収益の１項医業収益で３２億４９５万０００円。内訳は、入院収益

で１８億３４４万０００円、外来収益で１０億３７１万０００円、大畑診療所

収益で２８万０００円、負担金交付金で１億９９１万０００円、その他医業収益

は２億７６０万円で、室料差額収益、人間ドック、健診、予防接種等保健事業の公衆

衛生活動収益等でございます。

２８ページをお願いいたします。第２項医業外収益で１億３５０万０００円。内

訳は、１目受取利息及び配当金１１５万０００円、２目負担金交付金３７０万０

００円、３目補助金は、一般会計補助金、国、県補助金等で１億７１４万０００円で

ございます。４目患者外給食収益は１６１万０００円、５目長期前受金戻入として国、

県補助金などの収益化分２８８万円でございます。２９ページをお願いいたします。６

目その他医業外収益が不用品販売収益と住宅家賃などで６９９万０００円でござい

ます。

３項の特別利益の固定資産売却収益は、科目設定でございます。

次に、３０ページをお願いいたします。収益的収入及び支出の支出でございまして、

病院事業費用合計を３７億９４７万０００円としています。

１項医業費用は３７億８１０万０００円で、うち、１目の給与費は２４億８２

７万０００円、医業費用の６⒍７％を占めており、医師給から法定福利費引当金繰入

額までを計上しております。正規職員１９０名、会計年度任用職員１１２名の合計３０

２人分でございます。予算書の９ページから１８ページにかけて、人件費に係る内訳資

料をつけておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。次に、３５ページをお願

いいたします。２目材料費４億９４２万０００円は、薬品費、診療材料費、給食材料

費、医療消耗備品費でございます。３目経費は５億２４５万０００円で、報償費か

ら雑費までの計上でございます。中でも、３７ページから３９ページにかけて記載して

いる１４節委託料が大きく、１億９９７万０００円で各種の業務を委託しておりま

す。次に、４０ページをお願いいたします。４目交際費７０万円、５目減価償却費２億
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７４４万０００円で、病院本館等の建物、構築物、医療器械備品等の減価償却費で

ございます。６目資産減耗費は６６０万円、７目研究研修費の０８０万円は講師謝金、

図書費、研修旅費、研究雑費でございます。４１ページをお願いいたします。８目大畑

診療所費用は２３９万０００円で、看護師給など大畑診療所運営に係る経費の計上で

す。

２項医業外費用は１３６万０００円。内訳は、１目支払利息及び企業債取扱諸費

で２００万円、２目長期前払金償却９３２万０００円は固定資産に係る控除対象外

消費税の償却でございます。３目患者外給食材料費１１４万円。４２ページをお願いい

たします。４目消費税及び地方消費税５００万円は消費税納付金でございます。５目

雑支出は３９０万円。

第３項特別損失０００円は、科目設定。

第４項予備費で０００万円を計上しています。

次に、４３ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でございまして、

収入計で５億６７２万０００円としています。

１項企業債２億２００万円は医療器械購入に係る起債発行額でございます。

２項出資金は２億４７２万０００円で、一般会計からの出資金です。

３項固定資産売却代金、４項貸付金返還金は、科目設定でございます。

次のページをお願いします。資本的収入及び支出の支出でございまして、６億０７

９万０００円を計上しております。

１項建設改良費、１目建設改良費はゼロ円。２目資産購入費、医療器械購入費で４億

２０６万０００円を計上いたします。その医療器械等の購入内訳につきましては、

予算説明資料の３４ページでお示しをしておりますので、後ほど御覧をいただきたいと

思います。

２項企業債償還金２億６３２万０００円は企業債償還元金分でございまして、予算

説明資料の３３ページにその内容をお示しをしております。

３項投資の１目長期貸付金２４０万円につきましては、看護師修学資金貸与金で、月

額５万円の４人分を予定しております。

以降のページは注記事項でございます。そのほか、８ページにはキャッシュフロー計

算書、１９ページ、２０ページには令和６年度の損益計算書、２１ページから２３ペー

ジには令和６年度の予定貸借対照表、２４ページから２６ページには令和７年度の予定

貸借対照表を掲載しております。また、別ファイルになりますが、予算説明資料として

予算の概要、繰入金の状況、企業債の明細書、建設改良費の器械備品購入予定等をお示

しをしておりますので、御確認をお願いいたします。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第４６号議案の提案説明は終わりました。

以上で令和７年度各会計予算の提案説明が終わりました。
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質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第２ 承認第１号

○議長（澤田 俊一君） 日程第２、承認第１号、第３期神河町人口ビジョン並びに地域

創生総合戦略の策定の件を議題とします。

承認第１号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第１号の提案の理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本承認は、第３期神河町人口ビジョン並びに神河町地域創生総合戦略の策定の件でご

ざいます。

本町では、平成２７年度、２０１５年度に第１期神河町人口ビジョン並びに地域創生

総合戦略、また、令和２年、２０２０年には令和６年度までの第２期神河町人口ビジョ

ン・地域創生総合戦略を策定いたしました。「交流から関係、そして定住へ」の合い言

葉の下、人口減少カーブの抑制を目指し、戦略的かつ総合的に取組を行ってまいりまし

た。

仕事の創出、定住支援、結婚・出産・子育て支援、安心して暮らせる環境整備など、

若者世帯向け住宅施策では一定の成果も実現でき、また、創業支援事業や企業誘致によ

り新規就業者数もほぼ達成することができました。しかし、神河町の人口減少は予想以

上に進んでおり、昨年、国の人口戦略会議において、全国７４４自治体、兵庫県内では

１３自治体が消滅可能性のある自治体と発表がされ、神河町も引き続き消滅可能性自治

体となっています。その要因としては、若年女性、二十歳から３０歳代の人口が令和２

年、２０２０年から令和３２年、２０５０年までの３０年間で６５％減少、令和２年、

２０２０年７８２人が令和３２年、２０５０年には２７０人へ減少することが要因と言

われています。近年の出生数が４０人台まで減少していることや、年々人口の減少率が

高くなってきていることなど、まさに非常事態であると言えます。その人口減少を抑制

するためには、転入者数と出生数の増加が不可欠であり、若年女性を含む若者の転出抑

制、Ｕターンを含む全ての移住施策の充実が急務となっています。

第３期地域創生総合戦略では、第２期の検証結果を生かし、引き続き４つの基本目標

を基に切れ目のない地域創生を進めてまいります。また、デジタル環境の普及など、デ

ジタルを活用した地域課題の解決を図り、人口減少への適応戦略にも取り組んでまいり

ます。それらの取組により、将来目標人口を令和４２年、２０６０年に０００人規模

の人口を維持することを目標として、第３期神河町人口ビジョン並びに地域創生総合戦

略を策定いたしました。

以上が提案理由並びに内容であります。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明いたしますので、よろしく
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御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

石橋ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（石橋 啓明君） ひと・まち・みらい課の石橋でございます。

承認第１号、神河町第３期人口ビジョン並びに地域創生総合戦略の策定の件について詳

細説明を申し上げます。

神河町地域創生総合戦略におきましては、先ほど町長の説明にもありましたとおり、

平成２７年１０月に第１期、令和２年３月に令和６年度までの第２期の戦略を策定し、

約１０年が経過をいたしました。総合戦略の最大の目的は、人口減少を食い止めるため

種々施策を戦略的に実施するための計画でございます。

この１０年間、「交流から関係、そして定住」を合い言葉に、計画に基づき政策を実

施し、若者住宅施策や移住施策について一定効果があったものの、なお、人口減少が続

いておる状況でございます。

この３期の計画におきましては、第２期総合戦略の検証結果を生かし、より効果的に

切れ目のない地域創生を進めるために策定いたしたものでございます。

第２期の地域創生総合戦略の検証結果につきましては、別添参考資料ということでつ

けさせていただいております。その２ページには、総括ということで、それぞれの事業

ではおおむね良好に進んでおりますが、第２期の目標人口の１万人を大きく下回ると予

想されることから、町内での働く場の確保、特に若者、女性を含む若者が好む仕事づく

り、また、出生数を増やすことが急務と総括をしております。

第３期につきましては、その検証結果を踏まえ、継続するもの、拡大するもの、また

新規の取組を行いまして、また、その中でデジタルを活用し、地域課題の解決を図るこ

とを追加し、国のデジタル田園都市国家構想総合戦略の方針に準じ、第２期総合戦略の

４つの基本目標を継続し、重点的に取り組むべく施策をまとめております。

特に消滅可能性自治体となる原因の２０代、３０代女性の減少を食い止めるべく、２

０代、３０代女性の役場職員にも協力をいただきまして、役場職員１３人でワーキング

チーム会議を実施させていただきまして、その中で出された意見も今回計画の中に盛り

込んでおります。

このたびの計画の期間につきましては、令和７年度から令和１０年度までの４年間と

いうことにしております。

それでは本編、７ページを御覧いただきたいというふうに思います。人口を取り巻く

現状と課題についてです。次の８ページから２０ページまでにつきましては、統計的に

グラフ等で今の状況をお示ししたものでございます。

その中の１４ページを御覧いただきたいというふうに思います。１４ページの下の表

になりますけれども、⑼番、合計特殊出生率の推移を御覧いただきたいというふうに思

います。合計特殊出生率とは、１５歳から４５歳までの女性の年齢別出生率を合計した
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もので、１人の女性が一生の間に産む子供の数に相当しまして、人口動態の出生の傾向

を見る指標によく使われるものでございます。そこには平成３０年、２０１８年から令

和４年、２０２０年までのグラフになっておりますけれども、令和４年、出生数につい

ては４１人、神河町の合計特殊出生率は９５、全国の平均出生率は⒈２６、兵庫県の

平均につきましては⒈３１ということで、神河町は国、兵庫県ともに平均を下回ってお

るというふうな状況でございます。ちなみに、東京都の２０２２年の合計特殊出生率に

つきましては⒈０４ということで、その東京都より神河町は下回っておるというような

状況になっております。

次、１５ページを御覧いただきたいというふうに思います。⑽番、女性の有配偶率の

状況でございます。女性の配偶者がいる、いないというようなところで、有配偶率とい

うことで、いる方というふうなところなんですけれども、女性の有配偶率の状況でござ

いますけれども、神河町では、４０歳までの女性については、人口ももちろん少ないん

ですけれども、結婚している女性も少ない傾向があります。特に、また子育て世帯がな

いと、子育て世帯ですね、そういったファミリー世帯が少ないというふうな状況でも読

み取れるかなというふうに思います。その結果が合計特殊出生率にも表れているという

ふうに思われます。

次に、２２ページ、神河町人口ビジョンを御覧いただきたいというふうに思います。

将来人口の見通しを出しておるところなんですけれども、最新の国立社会保障・人口問

題研究所の数値が茶色の線です。その線でいいますと、２０５０年には６５７人。ま

た、第２期の人口ビジョンで作成したもの、青色の線になりますけれども、２０５０年

につきましては５７４人。現在のまま何もしない状態で推移して２０５０年までいく

としたらという、趨勢予測人口といいますけれども、それが水色の線になります、一番

下の線になりますけれども、その数字が２２６人で、２０６０年には９００人にな

るというふうな予想が出てまいっております。第２期人口ビジョンで予測した人口以上

に人口減少が進んでおると、急激に進んでおるというふうな状況でございます。

次、２３ページを御覧いただきたいというふうに思います。神河町の将来目標人口を

設定するに当たりまして、今後の人口減少対策の強化・推進を前提にシミュレーション

を行っております。シミュレーション上の仮定といたしまして、趨勢予測人口につきま

しては、出生については令和２年を中心とした２０１８年から２０２２年における出生

率として⒈３８を維持すると仮定をしております。また、死亡や移動は社人研数値等を

仮定した数値というふうにしております。次に、その下のシミュレーション１、「Ｓｉ

ｍ１」と書いてあるものですけれども、シミュレーションの１は趨勢予測人口から出生

数のみ改善するとした数字でございまして、⒈３８を⒉０７へ改善するというふうにシ

ミュレーションした数字というふうになっております。この⒉０７という数字につきま

しては、今の人口を維持するためには⒉０７以上の合計特殊出生率を保つことが必要と

言われておる数字ということで、あくまでも今の数字を維持するというふうなところで
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の⒉０７の数字を使わせていただきました。

次に、シミュレーションの２なんですけれども、そこでは、出生数とそれからもう一

つ移動を改善したとして、出生数を⒉０７、移動自体を２０３０年、５年後になります

けれども、２０３０年までに転入・転出が均衡すると仮定したもの、転入・転出が差し

引きしてゼロになるような形で設定をしたというふうな形でシミュレーションをつくら

せていただいております。その結果を２４ページのほうに記載をしております。２４ペ

ージの⑵番のほうにその結果を示させていただいておりますけれども、趨勢予測人口と

出生数だけを改善したシミュレーション１と比べていただきますと、ほぼ差がないとい

うふうな状況であります。しかしながら、シミュレーション２で出生数及び移動を改善

した場合につきましては、２０６０年には９６７人というような数字になりまして、

趨勢予測人口よりも１００人ほど多くなるというふうな予測になっております。

２５ページから３０ページまでについては、そのシミュレーションの結果をつけさせ

ていただいておりますけれども、３１ページを御覧いただきたいというふうに思います。

３１ページには、シミュレーションの結果を踏まえまして、２０６０年、令和４２年に

は９６７人という数字が出ておりますけれども、０００人規模の人口を維持すると

いうことを目標というふうなところで掲げたいというふうに思います。

その目標を達成するための基本戦略を第４章にまとめております。３４ページを御覧

いただきたいというふうに思います。基本目標の１から４までにつきましては、第２期

の戦略を継続しており、基本目標１「豊かな自然を生かし、安定した仕事を創造する」、

神河町から多くの若者が外へ出ていく一つの大きな原因が、地元に仕事がない、仲間や

魅力を感じる仕事がないということがあるので、まずは仕事をつくっていこうと、仕事、

産業面をいろいろ改善していこうというものが１つ目の目標でございます。

仕事の面、就業面で魅力を増やすことを通じて、基本目標２「地域の魅力を高め、交

流から関係、そして定住へつなげる」、いわゆる観光客とか神河町出身の都市部で暮ら

している若者等、関係人口というふうにいいますけれども、そういう方のＵＪＩターン

を促進し、人の流れを変えていこうというものが２つ目ということになります。また、

そのことにより、仕事を求め町外へ出ていく若者についても減少につなげていくという

ふうになってほしいというものでございます。

次に、基本目標３「希望をもって結婚・出産・子育てできる社会を実現する」は、合

計特殊出生率を上げていく目標というふうなところになりますけれども、結婚し、子供

を増やすだけではなかなか上げることにつながらないということで、既婚率を若年層か

ら上げていくこと、それから、あわせまして、ファミリー世帯（若者世帯）の移住によ

り子供を増やしていく、この２本柱が重要になってまいります。結婚すれば出産につな

がるケースがやはり多く、一つの大きなプロセスになってまいるというふうに思ってお

ります。結婚から出産、そして子育てできるという環境をつくっていくということは非

常に重要になってまいります。
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これらの基本目標の１から３までにつきましては、人口減少を食い止める、人口減少

の抑制戦略ということで対応したいというふうに思います。

次の基本目標の４につきましては、少し視点が違いまして、人口減少への適応策とい

う形になってまいります。基本目標４「安心して過ごせる豊かな暮らしを実現する」。

日本の社会では、人口が減少することは確実とも言えまして、神河町ももちろん、シミ

ュレーションの結果のように人口は減少していくことが予想をされます。その人口減少

に備え、人口が減っても今と同じ、それ以上に暮らしやすい町にしていかなければなり

ません。その準備をしていきましょうというのが基本目標４ということになります。

具体的に言いますと、地域の魅力を高め、地域のコミュニティの強化をすることで地

域防災など、いろいろな課題の解決を図ることになります。また、人口減少により人口

密度もさらに下がり、コミュニケーションの手段も今以上に重要となってまいります。

それを解決するためにデジタルを活用し、人手不足を解消、インターネットを活用した

人と人の結びつきと同じようにアクセスできるよう状況を準備していくことなどが基本

目標の４ということになります。

続きまして、基本戦略に基づく取組ということで、第５章になりますけれども、３６

ページを御覧いただきたいというふうに思います。３６ページにつきましては、基本目

標１「豊かな自然を生かし、安定した仕事を創造する」というところでございますけれ

ども、基本目標１の目標を、新規就業者数を増やすことというところを一番の目標とし

まして、その数値目標としてＫＧＩというふうな形で表記をさせていただいております

けれども、最終目標という意味になります。令和１０年には、今現在８８人の数字を１

００人にするというふうなところになっております。その目標を達成するために、大き

い１番、既存産業の振興支援、それから２番目に新興産業の誘致、企業支援など、それ

ぞれの取組の概要と実施内容を上げさせていただいております。その取組におきまして

それぞれＫＰＩということで、重要業績評価指標ということで適切に実施されているか

どうかというのを定量的に評価していくというふうなところで目標数値を上げておりま

す。その数値を評価させていただきまして、最終的に先ほど言いました目標、ＫＧＩの

数字に、１００にまで近づけていくというような形で今回の戦略はつくらせていただい

ておるという状況です。

以下、基本目標の２から４につきましても、同じような形でＫＧＩ、ＫＰＩというふ

うなところを定めさせていただいて、それぞれの事業を実施していくというふうな計画

になっております。

主な新規事業というふうなところで説明をさせていただきます。

基本目標１の中では、３９ページにサテライトオフィスの誘致推進というふうなとこ

ろで新規事業を上げさせていただいております。

基本目標２になりますけれども、４１ページになります。「地域の魅力を高め、交流

から関係、そして定住へつなげる」というところですけれども、そこのＫＧＩにつきま
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しては、社会移動の均衡というふうなところで、先ほどもありましたけれども、転入・

転出の均衡ということで、それをゼロにするというふうなところを一番最終の目標とい

う数字で置いております。それを達成するための新しい事業というふうなところで、４

５ページのほうには奨学金返還補助金の創設検討というふうなところ、それから４６ペ

ージには通勤補助制度の検討、４９ページには町外小・中学校への校外学習誘致と、神

河町内へ校外学習を誘致してくるというふうな部分の事業、それから５０ページになり

ますけれども、神河町の自然体験ツアーの実施というふうなところで新規の事業を上げ

させていただいております。

基本目標３、５１ページになります。「希望をもって結婚・出産・子育てできる社会

を実現する」というところでございます。ＫＧＩ、最終目標につきましては、出生数を

５０人まで上げていくというふうなところです。直近の令和６年の１月から１２月まで

の出生数につきましては３５人というふうな数字になっておりまして、それを基に５０

人まで上げていくというふうなところになっております。

５４ページには、その上げていくために、この７月にオープンいたします神河の図書

コミュニティ公園の運営というふうなところも含めて、事業を上げさせていただいてお

るところでございます。

最終の基本目標４につきましては、５５ページ以降になります。「安心して過ごせる

豊かな暮らしを実現する」が基本目標４というふうなところで、ここにつきましては、

新しい事業については、６０ページから６２ページにデジタル環境の普及、それからデ

ジタル基盤の整備、デジタル人材の育成などというふうなところで、デジタルを活用し

た取組についての事業を掲載をさせていただいておるという状況でございます。その新

規以外に、継続事業、それから拡充事業を含めまして４０事業を積極的に実施する戦略

というふうになっております。

以上、３期の人口ビジョン並びに地域創生総合戦略の説明といたします。よろしく御

審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、最終日に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第３ 承認第２号

○議長（澤田 俊一君） 日程第３、承認第２号、第４期かみかわ教育創造プラン（神河

町教育基本計画）の策定の件を議題とします。

承認第２号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第２号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認は、第４期かみかわ教育創造プラン（神河町教育基本計画）の策定の件でござ

います。
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令和３年３月に策定いたしました第３期かみかわ教育創造プラン（神河町教育基本計

画）は、令和３年度から令和６年度までの４年間の計画として本町の教育全般に関する

様々な施策を推進してまいりました。このたび、令和６年度をもって計画期間が満了す

ることに伴い、これまでの成果と課題を検証するとともに、令和５年度に策定した第２

次神河町長期総合計画後期基本計画の目指す「大好き！私たちの町 かみかわ」を踏ま

え、第４期かみかわ教育創造プラン（神河町教育基本計画）を策定いたしましたので、

神河町議会基本条例第１４条の規定に基づき、議会の承認を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、教育長及び教育課長から御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を教育長及び教育課長に求めます。

まず、入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 教育長の入江でございます。私のほうからは最初の部分、主

に大綱に当たる部分を御説明申し上げます。

令和３年度から取り組んでまいりました第３期かみかわ教育創造プランが今年度末で

終了することを受け、タブレット４ページの「策定にあたって」の最後のほうの部分に

ありますように、新しい時代に求められる資質・能力を持った子供たちの育成にしっか

りと取り組み、それが、それぞれの子供の未来へつながり、神河の未来へつながること

を信じて、今回、第４期神河町教育基本計画「かみかわ教育創造プラン」を策定いたし

ました。

この計画は、タブレット５、６ページにありますように、教育基本法を基に、国、県、

町の様々な計画等を踏まえるとともに、第３期教育創造プランを検証し、第４期のプラ

ンに反映させ、充実を図りました。

検証については、タブレット７ページから１０ページに記載をしております。８ペー

ジ、９ページでは、基本方針１の生きる力を育む教育の推進について、学力の向上や挑

戦したり協力したりする豊かな心の育成等の成果と課題について、９ページには、基本

方針２の学びを支える環境の充実について、いじめや不登校への対応等にしっかりと取

り組むチーム学校としての教師集団の教育活動について、１０ページには、基本方針３

の人生１００年を通じた学びの推進について、人権研修会や公民館活動、町史編さんや

文化財保護、またスポーツ推進委員会の取組等の推進について、それぞれ記載をしてお

ります。

それでは、第４期かみかわ教育創造プランについて説明をいたします。タブレット１

１ページを御覧ください。本教育創造プランの基本理念を「ふるさとを愛し こころ豊

かで 自立する 神河の人づくり ～人をつなぎ、心をつなぎ、未来へつなぐ～」とし

ました。「ふるさとを愛し こころ豊かで 自立する 神河の人づくり」は、第３期教

育創造プランを継承しております。副題としての「人をつなぎ、心をつなぎ、未来へつ
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なぐ」は、不透明で、不確実な時代に生きる子供たちに大切にしてほしい絆づくりや信

頼づくりが、やがて人をつなぎ、心をつないでいくことを体感し、さらにありたい自分

やありたい未来を創造する力へとつなぎ育みたいと考えて、この副題をこのようにつけ

て考えた次第でございます。

次に、目指す人間像の１つ目は、人格の完成と自己実現、そしてＳＤＧｓを目指す人。

２つ目に、自己肯定感や人権尊重、そして共生を大切にする人。３つ目に、ふるさとへ

の愛着や誇りを大切にし、神河や日本を支える人。４つ目が、日本人としてのアイデン

ティティーや意欲を持ってグローバルな生き方ができる人としています。

次に、目指す教育目標を５点上げています。１点目は、生きる力と確かな学力の育成。

２点目に、人間尊重の精神や豊かな心、多様性や安心感のある学校づくり。３点目に、

健康の保持や体力づくりの推進。４点目に、食育や安全教育の推進。そして最後の５点

目に、生涯教育や個々のライフステージでの学びの推進を取り上げております。

タブレット１２ページ、１３ページには、先ほどの基本理念、目指す人間像、神河町

の目指す教育目標を基にした基本方針と基本的方向を体系図として示しております。３

つの基本方針と１６の基本的方向を掲げ、それぞれに具体的な取組を示しております。

今回の体系図では、社会教育を基本方針１の中へ位置づけております。

引き続いて、タブレット１４ページからにつきましては、児島課長が説明をいたしま

す。

○議長（澤田 俊一君） 次に、児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課長、児島でございます。

それでは、私から１４ページ以降の具体的な取組の主なものについて御説明させてい

ただきます。

１４ページをお開きください。体系図に表した基本方針と基本的方向を赤色囲みの中

に記し、その下段に基本的方向の説明をしています。その下に基本的方向の施策を書き、

その施策の指標を示し、目標値を記しています。なお、目標値については、毎年達成す

ることとしており、達成を確認するための出典や、確認するための調査名を記載してお

ります。

では、基本方針１、予測困難な時代を生き抜く力や在りたい未来を創造する力を育む

教育の推進、基本的方向⑴「確かな学力」の育成は、新しい時代に求められる資質・能

力の育成に向けた学校における授業改善等を図り、学びの充実に取り組むとともに、Ｉ

ＣＴ環境をさらに充実させ情報活用能力の育成に努めます。

指標の１つ目の丸には、今年も４月に実施いたします全国学力・学習状況調査等の結

果を踏まえて、学力向上に教員が取り組みます。目標値は全国正答率より５％以上高い

正答率を目指すこととしております。

次の施策②「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な育成では、指標の１つ

目の丸に、友達と話し合う活動を通じて自分の考えを深めたり広げたりする児童生徒を
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増やすことを指標しようとしています。探究的な学習や体験活動を通じて子供同士や地

域の方々と協働しながら、一人一人のよい点や可能性を生かしながら協働的な学びを進

めていきます。

１５ページ、⑤新たな価値を創造する教育の充実は、１人１台端末を活用し、探究的

な学びの教科等横断的な学習や探究学習を進めます。指標として、各教科で身につけた

ことを様々な課題解決に生かすことができるような機会を設けることとし、全国平均以

上の結果となることを目標とします。

１６ページをお開きください。赤囲みの基本的方向⑵「豊かな心」の育成は、複雑化、

多様化した社会は子供を取り巻く環境に大きな変化を与え、いじめや不登校、子供の内

面にも影響を及ぼしています。①兵庫型「体験教育」の推進を行い、命を大切にする心

や思いやりの心、規範意識の醸成に加え、体験活動を通じて自己認識や自尊感情を高め、

心の教育を行います。指標では、自然学校や様々な体験活動などを通して豊かな心の教

育に全教員で取り組むこととしております。

１７ページ、③道徳教育の推進は、「特別の教科 道徳」は、学習指導要領に沿った

指導内容と指導法を行い、学校の教育活動全体を通じた道徳教育に取り組むこととし、

それぞれの仕様に基づき取り組んでいきます。

１８ページ、⑤いじめへの対応、⑥不登校への対策は、神河町だけでなく全国的な課

題であります。神河町では、神河町いじめ防止対策推進条例を策定しています。町のい

じめ防止基本方針、各学校で策定しているいじめ防止基本方針に基づき、各指標に沿っ

て取り組んでいくこととしています。

１９ページ、⑦読書活動の充実であります。読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、

表現力を高め、創造力を豊かなものにするとともに、人生をより深く生きる力を身につ

けていく上で欠くことのできないものであります。令和７年７月には図書コミュニティ

公園「桜空」がオープンする予定です。各小・中学校や幼稚園、そして図書コミュニテ

ィ公園「桜空」などの施設を活用し、読書への関心を高め、読書習慣が身につくために、

各指標に沿った取組を進めます。

２０ページは⑶「健やかな体」の育成、２１ページは⑷社会的自立に必要な資質・能

力・態度の育成、２３ページには⑸特別支援教育の推進、２４ページには⑹幼児教育の

充実を載せております。

２５ページ、基本的方向⑺人生１００年を通じた学びの推進として、ここで社会教育

の内容を記載しております。人生１００年時代を迎え、生涯にわたって学び続けられる

機会の確保と、意欲を持って学んだり活動したりする環境の整備と成果を発揮できる場

の形成に努め、生涯を通じた文化芸術活動やスポーツ活動を充実させるために各施策に

取り組んでいきます。

①生涯教育・社会教育の振興についてを記載しております。町民一人一人が生涯にわ

たって主体的に学び続けるようとし、地区別人権教室やシニアカレッジの満足度や参加
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者が増えるように取組を行います。

２７ページをお開きください。基本方針２、すべての子どもたちが自分らしく安心し

て過ごせる学校・家庭・地域等の連携です。基本的方向⑴多様性の尊重と包摂性のある

教育の推進。それぞれの多様性を認め合い、互いに高め合う学びの機会を確保すること

が重要であり、多様な教育ニーズのある子供たちに対して、自立と社会参加を見据えて、

社会的包摂の観点から個別最適な学びの機会や多様性を認め合い、互いに高め合う学び

の機会を確保することに向け、④性の多様性に対応した教育の推進などを引き続き取り

組みます。

２８ページには基本的方向⑵学校・家庭・地域との協働による豊かな学びの推進を行

うために、令和７年度より全小学校、中学校にコミュニティスクールを導入し、地域と

ともにある学校づくりを推進していきます。

２９ページ、⑶子どもの育ちを社会全体で支える取組の推進。⑷関係機関等との連携

の強化。

３０ページには、⑸子どもたちの安心・安全の確保について、施策、指標、目標値の

達成に向けて取組を進めていきます。

３２ページからは、基本方針３、安心・安全で質の高い学びを実現する教育環境の整

備・充実について記載し、基本的方向⑴教育のＤＸの実現に向けた教育の情報化の推進

とし、①１人１台端末の活用の推進。１人１台端末を活用し、情報活用能力と併せて情

報モラルの育成をはじめ個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図り、主体的

・対話的で深い学びの授業実践を推進します。

３３ページには、基本的方向⑵修学環境の整備・充実として、学校施設の長寿命化改

修計画により改修等を進めていきます。

３４ページには、⑶教職員の資質・能力の向上。

３５ページには、⑷学校の組織力の向上。チーム学校で複雑化・困難化する教育課題

に対応していくためには、教職員が心身ともに健康で働きがいのある学校づくりを推進

するために、各指標に基づき組織力の向上に取り組みます。

３６ページには、計画の策定に当たりまして、記載のとおり神河町教育基本計画策定

委員名簿をつけております。

３７ページには、神河町教育基本計画策定委員会において、記載のとおり合計３回の

策定委員会と神河町総合教育会議において協議を行っていただきました。なお、この計

画を基に、毎年度、その年度の具体的な取組内容を示す「かみかわの教育」という冊子

を作成し、年度当初に町内の教職員に配布、説明することで教職員全体で共有し、目標

の達成に向けて実践してまいります。

以上が具体的な取組の内容でございます。御審議、よろしくお願いします。

○議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、最終日に行いますので、御了承願います。
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・ ・

○議長（澤田 俊一君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

次の本会議は、３月３日午前９時再開とします。

本日はこれで散会します。お疲れさまでした。

午後４時０３分散会
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